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１．会議日程・議題  

  

「第３０回全国国公立大学病院集中治療部協議会」 

 

  １  期 日 

  平成２７年１月３０日(金) 

２  会 場 

  御所西 京都平安ホテル 

   （〒602-0912 京都府京都市上京区烏丸通上長者町上ル 075-432-6181） 

３  日 程 

   ・受 付                                      13:00～13:30 

   ・開 会                                      13:30 

   ・当番大学挨拶                                 13:30～13:40 

     京都府立医科大学附属病院 病院長 福居 顯二 

   ・文部科学省挨拶・講演                            13:40～14:10 

     「大学病院を取り巻く諸課題について」 

     文部科学省高等教育局 医学教育課大学病院支援室 病院第一係 係長 

 井川 恭輔 様 

   ・厚生労働省挨拶・講演                            14:10～14:40 

     「平成２６年度診療報酬改定について」 

     厚生労働省保険局 医療課 医療技術評価推進室長(兼)医療課 課長補佐 

林 修一郎 様 

   ・休 憩                                       14:40～14:50 

   ・特別講演                                     14:50～15:20 

     演題：「集中治療医学会専門医制度について」 

     講師：山梨大学医学部附属病院 救急部・集中治療部部長 松田 兼一 教授 

   ・報告事項                                                 15:20～15:30 

     看護師長会議報告 

   ・協議事項                                     15:30～17:00 

① VAE サーベイランスについて（三重大学） 

② 診療報酬の算定での特定集中治療室管理料１における「専任の医師」の解釈について（岐阜大学） 

③ ・国公立大学集中治療部における VAE の評価について（名古屋大学） 

・看護師の特定行為及び特定行為研修の基準等の策定についての意見(名古屋大学） 

④ ・事務局の今後の運営について（徳島大学） 

・複数集中治療部がある病院からの参加について(徳島大学) 

   ・その他 

      ＩＣＵ感染防止ガイドラインについて(愛媛大学) 

次期当番大学の選出について 

・閉 会                                       17:00  

   

 
 



 

	

メモ 
	

 



第３０回全国国公立大学病院集中治療部協議会日程  
 

１  期 日 

  平成２７年１月３０日(金) 

２  会 場 

  御所西 京都平安ホテル 

   （〒602-0912 京都府京都市上京区烏丸通上長者町上ル 075-432-6181） 

３  日 程 

   ・受 付                                      13:00～13:30 

   ・開 会                                      13:30 

   ・当番大学挨拶                                 13:30～13:40 

     京都府立医科大学附属病院 病院長 福居 顯二 

   ・文部科学省挨拶・講演                            13:40～14:10 

     「大学病院を取り巻く諸課題について」 

     文部科学省高等教育局 医学教育課大学病院支援室 病院第一係 係長 

 井川 恭輔様 

   ・厚生労働省挨拶・講演                            14:10～14:40 

     「平成２６年度診療報酬改定について」 

     厚生労働省保険局 医療課 医療技術評価推進室長(兼)医療課 課長補佐 

林 修一郎様 

   ・休 憩                                      14:40～14:50 

   ・特別講演                                    14:50～15:20 

     演題：「集中治療医学会専門医制度について」 

     講師：山梨大学医学部附属病院 救急部・集中治療部部長 松田 兼一 教授 

   ・報告事項                                                15:20～15:30 

     看護師長会議報告 

   ・協議事項                                    15:30～17:00 

① VAE サーベイランスについて（三重大学） 

② 診療報酬の算定での特定集中治療室管理料１における「専任の医師」の解釈について

（岐阜大学） 

③ ・国公立大学集中治療部における VAE の評価について（名古屋大学） 

・看護師の特定行為及び特定行為研修の基準等の策定についての意見(名古屋大学） 

④ ・事務局の今後の運営について（徳島大学） 

・複数集中治療部がある病院からの参加について(徳島大学) 

   ・その他 

      ＩＣＵ感染防止ガイドラインについて(愛媛大学) 

次期当番大学の選出について 

   ・閉 会                                       17:00 



	 	 	

	

第３０回全国国公立大学病院集中治療部協議会議題及び提案理由	

	

提案大学名	三重大学											

	

（議	 題）	
 
VAE サーベイランスについて	
	

	

（提案理由）	 	

	

1. 前年度に名古屋大学から議題のありました VAE サーベイランスについて、集
中治療学会等との連携含め、進捗状況を報告いたします。	

2. 加えて、当協議会において、具体的な多施設協同調査をおこなうことの提案
をさせて頂きます。	

3. 研究計画書及び、調査のフローを提示し参加施設の募集を行います。	

概要については日本集中治療医学会人工呼吸器関連事象検討委員会委員長、

京都医療センターの志馬伸朗先生に説明をお願いしております。	
	

	

	
	

 
 



	 	 	

	

第３０回全国国公立大学病院集中治療部協議会議題及び提案理由	

	

提案大学名			 	岐阜大学																		

	

（議	 題）	

	

	 	 診療報酬の算定での特定集中治療室管理料１における「専任の医師」の	

解釈について	

（提案理由）	

	

	 特定集中治療管理料 1について、｢専任の医師が常時、特定集中治療室内	

に勤務していること。当該専任の医師に、特定集中治療の経験を 5年以上	

有する医師を 2名以上含むこと」とある。	

	

	 この“特定集中治療の経験を 5年以上有する医師”について、いろいろな	

疑義解釈の事務連絡が、厚生労働省保険局医療課よりなされているが、当協	

議会としては、どのような解釈をしていくべきか？	

	

	 具体的には日本集中治療医学会専門医の位置づけは、この中でどういった	

ものになるのか？	

	

	

	
	 	  



	 	 	

	

第３０回全国国公立大学病院集中治療部協議会議題及び提案理由	

	

提案大学名			 	名古屋大学																		

	

（議	 題）	

	

	

１．国公立大学集中治療部における VAE の評価について	

２．看護師の特定行為及び特定行為研修の基準等の策定についての意見	

	

（提案理由）	

	

	 	

	 	  



	 	 	

	

第３０回全国国公立大学病院集中治療部協議会議題及び提案理由	

	

提案大学名		 徳島大学										

	

（議	 題）	

 
1.					事務局の今後の運営について	

	

2.					複数集中治療部がある病院からの参加について	 	

（提案理由）	 	

1.				前年度に事務局の立ち上げが議論され、徳島大学病院救急集中治療部が仮

事務局となった。この一年間の活動としては議事録の整理である。事務局の

運営はボランティア活動でできるものではなく、今後の運営をどうするかを

検討していただきたい。	

2.				国公立大学大学集中治療部協議会として各大学から1施設長が参加してき

た。しかし、集中治療部は各病院に数施設あることが稀ではない。今後、複

数集中治療部がある病院からの参加をどうするか検討すべきである。	

（例：日本集中治療医学会理事長である氏家教授は本協議会に参加していない）	

	

	
	 	  



第３０回全国国公立大学病院集中治療部協議会日程  
 

１  期 日 

  平成２７年１月３０日(金) 

２  会 場 

  御所西 京都平安ホテル 

   （〒602-0912 京都府京都市上京区烏丸通上長者町上ル 075-432-6181） 

３  日 程 

   ・受 付                                      13:00～13:30 

   ・開 会                                      13:30 

   ・当番大学挨拶                                 13:30～13:40 

     京都府立医科大学附属病院 病院長 福居 顯二 

   ・文部科学省挨拶・講演                            13:40～14:10 

     「大学病院を取り巻く諸課題について」 

     文部科学省高等教育局 医学教育課大学病院支援室 病院第一係 係長 

 井川 恭輔様 

   ・厚生労働省挨拶・講演                            14:10～14:40 

     「平成２６年度診療報酬改定について」 

     厚生労働省保険局 医療課 医療技術評価推進室長(兼)医療課 課長補佐 

林 修一郎様 

   ・休 憩                                      14:40～14:50 

   ・特別講演                                    14:50～15:20 

     演題：「集中治療医学会専門医制度について」 

     講師：山梨大学医学部附属病院 救急部・集中治療部部長 松田 兼一 教授 

   ・報告事項                                                15:20～15:30 

     看護師長会議報告 

   ・協議事項                                    15:30～17:00 

① VAE サーベイランスについて（三重大学） 

② 診療報酬の算定での特定集中治療室管理料１における「専任の医師」の解釈について

（岐阜大学） 

③ ・国公立大学集中治療部における VAE の評価について（名古屋大学） 

・看護師の特定行為及び特定行為研修の基準等の策定についての意見(名古屋大学） 

④ ・事務局の今後の運営について（徳島大学） 

・複数集中治療部がある病院からの参加について(徳島大学) 

   ・その他 

      ＩＣＵ感染防止ガイドラインについて(愛媛大学) 

次期当番大学の選出について 

   ・閉 会                                       17:00 



	 	 	

	

第３０回全国国公立大学病院集中治療部協議会議題及び提案理由	

	

提案大学名	三重大学											

	

（議	 題）	
 
VAE サーベイランスについて	
	

	

（提案理由）	 	

	

1. 前年度に名古屋大学から議題のありました VAE サーベイランスについて、集
中治療学会等との連携含め、進捗状況を報告いたします。	

2. 加えて、当協議会において、具体的な多施設協同調査をおこなうことの提案
をさせて頂きます。	

3. 研究計画書及び、調査のフローを提示し参加施設の募集を行います。	

概要については日本集中治療医学会人工呼吸器関連事象検討委員会委員長、

京都医療センターの志馬伸朗先生に説明をお願いしております。	
	

	

	
	

 
 



	 	 	

	

第３０回全国国公立大学病院集中治療部協議会議題及び提案理由	

	

提案大学名			 	岐阜大学																		

	

（議	 題）	

	

	 	 診療報酬の算定での特定集中治療室管理料１における「専任の医師」の	

解釈について	

（提案理由）	

	

	 特定集中治療管理料 1について、｢専任の医師が常時、特定集中治療室内	

に勤務していること。当該専任の医師に、特定集中治療の経験を 5年以上	

有する医師を 2名以上含むこと」とある。	

	

	 この“特定集中治療の経験を 5年以上有する医師”について、いろいろな	

疑義解釈の事務連絡が、厚生労働省保険局医療課よりなされているが、当協	

議会としては、どのような解釈をしていくべきか？	

	

	 具体的には日本集中治療医学会専門医の位置づけは、この中でどういった	

ものになるのか？	

	

	

	
	 	  



	 	 	

	

第３０回全国国公立大学病院集中治療部協議会議題及び提案理由	

	

提案大学名			 	名古屋大学																		

	

（議	 題）	

	

	

１．国公立大学集中治療部における VAE の評価について	

２．看護師の特定行為及び特定行為研修の基準等の策定についての意見	

	

（提案理由）	

	

	 	

	 	  



	 	 	

	

第３０回全国国公立大学病院集中治療部協議会議題及び提案理由	

	

提案大学名		 徳島大学										

	

（議	 題）	

 
1.					事務局の今後の運営について	

	

2.					複数集中治療部がある病院からの参加について	 	

（提案理由）	 	

1.				前年度に事務局の立ち上げが議論され、徳島大学病院救急集中治療部が仮

事務局となった。この一年間の活動としては議事録の整理である。事務局の

運営はボランティア活動でできるものではなく、今後の運営をどうするかを

検討していただきたい。	

2.				国公立大学大学集中治療部協議会として各大学から1施設長が参加してき

た。しかし、集中治療部は各病院に数施設あることが稀ではない。今後、複

数集中治療部がある病院からの参加をどうするか検討すべきである。	

（例：日本集中治療医学会理事長である氏家教授は本協議会に参加していない）	

	

	
	 	  



 

 

 

 

全国国公立大学病院集中治療部  
看護師長会議  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  平成２７年１月３０日（金）  
 

 当  番  校：京都府立医科大学 
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１．会	 議	 日	 程・議	 題 
	

「全国国公立大学病院集中治療部看護師長会議」 
 

１．期日	 	 	 	 平成２７年１月３０日（金）	

	

２．会場	 	 	 	 御所西	 京都平安ホテル	 １階	 平安の間	

	 	 	 	 	 	 	 	 （〒602-0912	 京都府京都市上京区烏丸通上長者町上ル	 075-432-6181）	

	

３．日程	

	 	 受	 	 付	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	9：00～	9：30		

	 	 開	 	 会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	9：30	

	 	 ・当番校挨拶																																															9：30〜	9：40	

	 	 ・オリエンテーション	 																																					9：40〜	12:00	

	 	 		グループワーキング	

グループ発表	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (11:20～12:00)	

	 	 ・その他	 	

	 	 	 	

	 	 閉	 	 会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	 	12：00	

	

	

	



国立大学病院集中治療部協議会看護師長会規約 

（名称） 
第 1条	 本会は、国公立大学病院集中治療部協議会看護師長会（以下、「看護師長会」と 
	 	 	 	 称する。 
 
（目的） 
第２条	 本会は、国公立大学病院集中治療部看護師長の連携を図り、集中治療部の管理運	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 営、集中ケアに関わる諸問題を協議し、相互の理解を深めるとともに、看護の質	

 向上を図ることを目的とする。 
 
（構成） 
第 3条	 本会は、国公立大学病院集中治療部看護師長で構成する。 
 
（事業） 
第 4条	 本会は第２条の目的を達成するために次の事業を行う 
	 	 （１）集中治療部の管理、運営に関する事業 
	 	 （２）集中ケアに関する教育・研究事業 
	 	 （３）集中治療部協議会への助言・報告 
	 	 （４）その他会の目的を達成するために必要な事業 
 
（運営） 
第 5条	 本会は、当番校によって運営される。 
	 	 （１）本会は年１回を定例とする。 
	 	 （２）当番校は、その年の集中治療部協議会の当番校とする。 
	 	 （３）看護師長会の開催とその運営は、当番校の集中治療部看護師長があたる。 
	 	 （４）看護師長会のメーリングリストのコーディネーターは、当番校の看護師長があ	 	

 たる。 
 
（任期） 
第 6条	 	 当番校の任期は看護部会終了の翌日より次期看護師長会当日までの１年とする。 

また、次の当番校を補佐し、会が継続的にその目的を達成する任を担うものす 
る。 

 
（その他） 
	 	 	 本会の開催に当たっての必要経費は、当番校の責任において徴収し、処理する。 
 
付則 
	 本規約は平成 24年１月 27日より施行する。 



２．出席者名簿

大　学　名 役　職　名 氏　名

北 海 道 大 学 先進急性期医療センター部長 丸藤　哲

先進急性期医療センター副部長 石川　岳彦

ＩＣＵ・救急部　看護師長 髙岡　勇子

ＩＣＵ・救急部　副看護師長 加瀬　加寿美

ＩＣＵ・救急部　副看護師長 川端　和美

旭 川 医 科 大 学 集中治療部　部長 小北　直宏

集中治療部ﾅｰｽ･ｽﾃｰｼｮﾝ　副看護師長 村上　閑香

弘 前 大 学 集中治療部　副部長 坪　　敏仁

集中治療部　看護師長 赤牛　留美子

東 北 大 学 集中治療部　副部長 星　　邦彦

秋 田 大 学 集中治療部　部長 山本　浩史

集中治療部　看護師長 石川　ひとみ

山 形 大 学 高度集中治療センター　副センター長 中根　正樹

高度集中治療センター　看護師長 工藤　とし子

高度集中治療センター　看護師長 布川　真記

筑 波 大 学 救急・集中治療部　部長 水谷　太郎

集中治療部　看護師長 卯野木　健

集中治療部　副看護師長 松田　武賢

群 馬 大 学 集中治療部　副部長 国元　文生

集中治療部　講師 日野原　宏

集中治療部　看護師長 引田　美恵子

千 葉 大 学 救急部・集中治療部　部長 織田　成人

救急部・集中治療部　看護師長 竹内　純子

東 京 大 学 集中治療部　特任講師 土井　研人

集中治療部　看護師長 本村　良子

集中治療部　看護師長 鳩宿　あゆみ

東 京 医 科 歯 科 大 学 集中治療部　部長　 中沢　弘一

集中治療部　看護師長 上原　佳代子

新 潟 大 学 集中治療部　副部長 本田　博之

集中治療部　看護師長 白砂　由美子

富 山 大 学 集中治療部　部長 奥寺　敬

集中治療部　副部長 渋谷　伸子

集中治療部　看護師長 辻口　喜代隆

金 沢 大 学 集中治療部　副部長 岡島　正樹

集中治療部　看護師長 越野　みつ子

福 井 大 学 集中治療部　部長 重見　研司

集中治療部　副部長 安田　善一

集中治療部　看護師長 高山　裕喜枝

山 梨 大 学 集中治療部　部長 松田　兼一

集中治療部　看護師長 岡村　真由美

信 州 大 学 集中治療部　副部長 三田　篤義

集中治療部　看護師長 塩原　まゆみ

岐 阜 大 学 高次救命治療センター　集中治療部門長 中野　通代

高次救急治療センター　看護師長 中野　恭子

浜 松 医 科 大 学 集中治療部　部長 土井　松幸

集中治療部　看護師長 古橋　玲子

名 古 屋 大 学 救急・内科系集中治療部　部長 松田　直之

外科系集中治療部　部長 貝沼　関志

外科系集中治療部　副部長 鈴木　章悟

集中治療部　看護師長(SICU) 藤井　晃子

集中治療部　看護師長(EMICU) 畠山　和人

三 重 大 学 救命救急センター長 今井　寛

集中治療部　部長 丸山　一男

救命集中治療センター・集中治療部　看護師長 水谷　典子

滋 賀 医 科 大 学 救急集中治療部　部長・教授 江口　豊

救急集中治療部　看護師長 小越　優子

京 都 大 学 集中治療部　副部長 瀬川　一

集中治療部　看護師長 平松　八重子

大 阪 大 学 集中治療部　副部長 内山　昭則

集中治療部　看護師長 佃　　順子

神 戸 大 学 集中治療部　部長 溝渕　知司

集中治療部　副部長 三住　拓誉

集中治療部　看護師長 大内　智恵

集中治療部　看護師長 伊藤　佳代子

鳥 取 大 学 高次集中治療部　部長 斉藤　憲輝

看護部　看護師長 大東　美佐子

島 根 大 学 集中治療部　部長 齊藤　洋司

集中治療部　看護師長 飯塚　弘美

岡 山 大 学 集中治療部　助教 清水　一好

集中治療部　看護師長 藤井　玲子

広 島 大 学 高度救命救急センター　助教 宇根　一暢

外科系集中治療室　副室長 讃岐　美智義

ＩＣＵ　看護師長 飯干　亮太

外科系集中治療室　看護師長 新谷　公伸



大　学　名 役　職　名 氏　名

山 口 大 学 集中治療部　副部長 若松　弘也

集中治療部　看護師長 吉松　裕子

徳 島 大 学 救急集中治療部　部長 西村　匡司

救急集中治療部　講師 小野寺　睦雄

救急集中治療部　看護師長 中野　あけみ

香 川 大 学 集中治療部　部長 白神　豪太郎

集中治療部　副部長 浅賀　健彦

集中治療部　看護師長 尾上　初惠

愛 媛 大 学 集中治療部　講師 池宗　啓蔵

集中治療部　看護師長 久保　幸

高 知 大 学 集中治療部　部長 横山　正尚

集中治療部　看護師長 田村　眞智

九 州 大 学 集中治療部　副部長 徳田　賢太郎

集中治療部　看護師長 永江		ゆき子

佐 賀 大 学 集中治療部　部長 坂口　嘉郎

看護部（ICU･CCU）看護師長 内田　順子

長 崎 大 学 集中治療部　副部長 関野　元裕

熊 本 大 学 集中治療部　部長 木下　順弘

集中治療部　看護師長 吉里　孝子

大 分 大 学 集中治療部　副部長 後藤　孝治

集中治療部　助教 日高　正剛

集中治療部　看護師長 山田　郁

宮 崎 大 学 集中治療部　副部長 谷口　正彦

鹿 児 島 大 学 集中治療部　部長 垣花　泰之

集中治療部　副部長 安田　智嗣

集中治療部　看護師長 川野　範子

琉 球 大 学 集中治療部　副部長 渕上　竜也

集中治療部　看護師長 糸嶺　京子

札 幌 医 科 大 学 集中治療部　副部長 升田　好樹

集中治療部　副看護師長 堀　　由紀子

福 島 県 立 医 科 大 学 集中治療部　副部長 箱﨑　貴大

集中治療部　看護師長 丹治　優子

横 浜 市 立 大 学 集中治療部　部長 山口　修

集中治療部　部長 大塚　将秀

集中治療部　看護師長 三浦　友也

集中治療部　看護師長 阪本　まり子

名 古 屋 市 立 大 学 集中治療部　副部長 平手　博之

ICUCCU　看護師長 伊藤　加代子

京 都 府 立 医 科 大 学 集中治療部　部長 橋本　悟

集中治療部　副部長 木村　彰夫

ICU　 看護師長 阪田　安代

PICU　看護師長 堀井　匡子

ICU　 副看護師長 竹中　千恵

ICU　 副看護師長 田中　真紀

PICU　副看護師長 谷本　聡子

PICU　副看護師長 天鷲　尚子

大 阪 市 立 大 学 集中治療部　部長 溝端　康光

集中治療部　副部長 山村　仁

集中治療部　看護師長 瀬脇　純子

奈 良 県 立 医 科 大 学 集中治療部　副部長（准教授） 井上　聡己

集中治療部　看護師長 西浦　聡子

集中治療部　看護主任 高木　美由紀

和 歌 山 県 立 医 科 大 学 救急・集中治療部　部長 加藤　正哉

救急・集中治療部　看護師長 森澤　祐己子

産 業 医 科 大 学 集中治療部　部長 蒲地　正幸

集中治療部　看護師長 青木　久美子

自 治 医 科 大 学 集中治療部		部長 布宮　伸

集中治療部　看護師長 小曽根　佳枝

防 衛 医 科 大 学 校 集中治療部　部長 高瀬　凡平

集中治療部　看護師長 細井　聖也

独立行政法人　国立病院機構
京都医療センター 救急救命センター　センター長 志馬　伸朗

山梨大学医学部附属病院 救急部・集中治療部部長 松田　兼一

文部科学省
高等教育局医学教育課
大学病院支援室　病院第一係　係長

井川　恭輔

文部科学省
高等教育局医学教育課
大学病院支援室　病院第一係

三室　智愛

厚生労働省
厚生労働省保険局医療課
医療技術評価推進室長
(兼)医療課　課長補佐

林　修一郎

京都府立医科大学付属病院 病院長 福居　顕二
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平成２６年度診療報酬改定について	

厚生労働省保険局医療課	  
課長補佐　林　修一郎	  

1	

　診療報酬改定の概要について	

2	

平成２６年度診療報酬改定の重点課題と対応	  

重点課題　医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等	

　１．入院医療について	

    ①　高度急性期と一般急性期を担う病床の機能の明確化とそれらの機能に合わせた評価	

　　②　長期療養患者の受け皿の確保、急性期病床と長期療養を担う病床の機能分化	

　　③　急性期後・回復期の病床の充実と機能に応じた評価	

　　④　地域の実情に配慮した評価	

　　⑤　有床診療所における入院医療の評価	

　２．外来医療の機能分化・連携の推進について	

　　①　主治医機能の評価	
　　②　紹介率・逆紹介率の低い大病院における処方料等の適正化	

　３．在宅医療を担う医療機関の確保と質の高い在宅医療の推進について	

　４．医療機関相互の連携や医療・介護の連携の評価について	

	  

重点課題への対応	

社会保障審議会の「基本方針」	  
・医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等	

重点課題	

3	

いつまでも元気に暮らすために･･･  	

生活支援・介護予防�

住まい�

地域包括ケアシステムの姿	

※　地域包括ケアシステムは、おおむね
３０分以内に必要なサービスが提供さ
れる日常生活圏域（具体的には中学

校区）を単位として想定	

■在宅系サービス：	
・訪問介護　・訪問看護　・通所介護　	

・小規模多機能型居宅介護	

・短期入所生活介護	  
・24時間対応の訪問サービス	  
・複合型サービス	  
	  	  　（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護） 等	

　・自宅	  
　・サービス付き高齢者向け住宅 
等	相談業務やサービスの	  

コーディネートを行います。	

■施設・居住系サービス	
・介護老人福祉施設	  
・介護老人保健施設	  
・認知症共同生活介護 
・特定施設入所者生活介護 
　　　　　　　　　　　　　　　　等	  
	

日常の医療：	  
　・かかりつけ医、有床診療所	  
　・地域の連携病院	  
　・歯科医療、薬局	

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO　等�

・地域包括支援センター	
・ケアマネジャー	

通院・入院�
通所・入
所�

病院：	  
　急性期、回復期、慢性期	  

病気になったら･･･  	

医　療�
	

介護が必要になったら･･･  	

　　　介　護�

■介護予防サービス	

地域包括ケアシステムの構築について�

○　団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域
で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援
が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現。	

○　今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるため
にも、地域包括ケアシステムの構築が重要。	

○　人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口
は減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。	

○　地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、
地域の特性に応じて作り上げていくことが必要。	

4	 

「次期診療報酬改定における社会保障・税一体改革関連の基本的な考え方」（概要）	  
（平成25年９月６日 社会保障審議会 医療保険部会・医療部会）	

＜2025年(平成37年)の姿＞	＜現在の姿＞	

一般急性期	  
約35万床	

高度急性期	  
18万床	

亜急性期等	  
約26万床	

長期療養	  
28万床	

地
域
双
密
着
厹
叀
病
床
24
万
床	

外来医療	

在宅医療	  

	  
＜高度急性期・一般急性期＞	  
○病床の機能の明確化と機能に合わせた評価	  
・平均在院日数の短縮	  
・長期入院患者の評価の適正化	  
・重症度・看護必要度の見直し	  
・入院早期からのリハビリの推進　等	  

＜回復期（亜急性期入院医療管理料等）＞	  
○急性期を脱した患者の受け皿となる病床の整備	  
・急性期病床からの受入れ、在宅･生活復帰
支援、在宅患者の急変時の受入れなど病床
機能を明確化した上で評価　等	  

＜長期療養＞	  
○長期療養患者の受け皿の確保	  

＜その他＞	  
○医療資源の少ない地域の実情に配慮した評価	  
○有床診療所の機能に応じた評価	  

基本的な考え方	

＜在宅医療＞	  
○質の高い在宅医療の提供の推進	  
・在宅療養支援診療所･病院の機能強化　等	  

＜外来医療＞	  
○身近なかかりつけ医を受診し、必要に応じて

大病院等を紹介する等の体制の整備	  
・かかりつけ医機能の評価　等	  

７対１ 

10対１ 

13対１ 

15対１ 

 357,569床	

210,566床	

26,926床	

54,301床	

療養病棟 216,653床	

※経過措置の23,022床を除く	  
	  

5	

　１．入院医療について＜病床の機能分化＞	

高度急性期・急性期	 長期療養	
地域包括ケア病床 等	  
地域に密着した病床	

在宅復帰困
難な患者の
受け入れ	

在宅復帰	

長期療養が
必要な患者

の受入	

在宅復帰	

・高度な医療の提供	  
・退院支援　　　　等	

・在宅復帰困難な患者の受入	  
・緊急患者の受入	  
・在宅、生活復帰支援　　　等	

役
割	

高度医療が必要
な患者の受入	

・病院からの早期退院患者の在宅・介護施設への受け渡しとして
の機能	
・在宅医療の拠点 等	

緊急患者
の受入	

高度・急性期
医療が必要な
患者の受入	

自宅・在宅医療	

6	有床診療所	

在宅復帰困
難な患者の
受け入れ	

緊急患者
の受入	

病床の機能分化の促進	  
・7対１の要件の厳格化	  
（重症度、医療・看護必要度　等）	  
・地域包括ケア病棟の評価	  
・有床診療所の機能に応じた評価	  

平成２６年改定	

在宅復帰	

在宅・生活
復帰支援	
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大学病院における諸課題について�

第３０回  全国国公立大学病院集中治療部協議会�

文部科学省  高等教育局�

医学教育課  大学病院支援室�

平成27年1月30日（金）御所西  京都平安ホテル�

1 

本日の内容�

１．地域における医療及び介護の総合的な�
      確保を推進するための関係法律の整備等に�
      関する法律案の概要について�

２．平成27年度予算（案）について�

３．臨床研究をめぐる諸状況について�

４．その他（参考資料）�

2 

１．地域における医療及び介護の総合的な確保を推進する�
ための関係法律の整備等に関する法律案の概要について�

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進	

するための関係法律の整備等の法律	

	

　 平成26年6月18日成立　	

	

　 平成26年6月25日公布	

	

	

3 

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案の概要	

　持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築す
るとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医療法、介護保険法
等の関係法律について所要の整備等を行う。	

	

１．新たな基金の創設と医療・介護の連携強化（地域介護施設整備促進法等関係）	
　①都道府県の事業計画に記載した医療・介護の事業（病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進等）のため、	

　　消費税増収分を活用した新たな基金を都道府県に設置　	

　②医療と介護の連携を強化するため、厚生労働大臣が基本的な方針を策定　	

２．地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保（医療法関係）	
　①医療機関が都道府県知事に病床の医療機能（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）等を報告し、都道府県は、それをもとに地域医療

構想（ビジョン）（地域の医療提供体制の将来のあるべき姿）を医療計画において策定　	

　②医師確保支援を行う地域医療支援センターの機能を法律に位置付け　	
	
３．地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化（介護保険法関係）	

　①在宅医療・介護連携の推進などの地域支援事業の充実とあわせ、全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を地域支援事業に　	

　　移行し、多様化　　※地域支援事業：介護保険財源で市町村が取り組む事業	
　②特別養護老人ホームについて、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える機能に重点化 	

　③低所得者の保険料軽減を拡充 	
　④一定以上の所得のある利用者の自己負担を２割へ引上げ（ただし、月額上限あり）	

　⑤低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の要件に資産などを追加 	
	
４．その他　	
　①診療の補助のうちの特定行為を明確化し、それを手順書により行う看護師の研修制度を新設	

　②医療事故に係る調査の仕組みを位置づけ	
　③医療法人社団と医療法人財団の合併、持分なし医療法人への移行促進策を措置	

　④介護人材確保対策の検討（介護福祉士の資格取得方法見直しの施行時期を27年度から28年度に延期）	

　　	

　公布日。ただし、医療法関係は平成26年10月以降、介護保険法関係は平成27年４月以降など、順次施行。	

概　要	

趣　旨	

　施行期日（予定）	

厚生労働省提供資料	
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地域における医療療・介護の総合的な確保を図るための改⾰革�
改革の目的：　 今回の医療・介護の改革は、プログラム法の規定に基づき、高度急性期から在宅医療・介護までの一連のサービ

スを地域において総合的に確保することで地域における適切な医療・介護サービスの提供体制を実現し、患者の早
期の社会復帰を進め、住み慣れた地域での継続的な生活を可能とすること　	

�
�
　　　　　　■医療及び介護サービスの整合的な計画の策定と、医療・介護を対象とした新たな財政支援制度 �

・都道府県が策定する医療計画と介護保険事業計画を、一体的・強い整合性を持った形で策定（両者を包括する基本的な方針）	 
・消費税増収分を活用した新たな財政支援制度（各都道府県に基金を設置）を法定化（医療・介護とも対象）	 

■地域での効率的・質の高い医療の確保 �
　○病床の機能分化・連携	
・	 各医療機関が医療機能（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）を	 
	 	 都道府県に報告	 
・	 都道府県は、報告制度等を活用し、各医療機能の必要量等を含む	 
　地域の医療提供体制の将来のあるべき姿(地域医療ビジョン)を策定　　	 
・	 地域医療ビジョンは、医療機関の自主的な取組と医療機関相互の	 
　協議により推進することを基本。なお、医療機関相互の協議の合意　	 
　に従わない医療機関が現れた場合等には必要な対処措置を講ずる	 

　○有床診療所等の役割の位置づけ	
・	 病床機能報告制度及び地域医療ビジョンの導入を踏まえ、国、	 
　地方公共団体、病院、国民（患者）と併せ、有床診療所の役割・責務に　　	 
　ついて、医療法に位置づける。	 

　○在宅医療の推進、介護との連携	

　　■地域包括ケアシステムの構築 �
　　　○地域支援事業の充実	
　　　①在宅医療・介護連携の推進　②認知症施策の推進	 
　　　③地域ケア会議の推進　④生活支援サービスの充実・強化	 
　　　　	 *前回改正による24時間対応の定期巡回サービスをはじめ、介護サービ	 
　　　　　　スの充実・普及を推進	 

　 　 　○全国一律の予防給付（訪問介護・通所介護）を市町村が
取り組む地域支援事業に移行し、多様化�

　　　○特別養護老人ホームの「新規」入所者を、原則、要介護３
以上に重点化　*要介護1・2でも一定の場合には入所可能	 

■持続可能な介護保険制度
の構築　（費用負担の公平化）�

○低所得者の保険料の軽減割合を
拡大	

　 *給付費の５割の公費に加えて別枠で公費を
投入し、低所得者の保険料の軽減割合を拡
大	 

○一定以上の所得のある利用者の
自己負担を引上げ	

○低所得の施設利用者の食費・居住
費を補填する「補足給付」の要件に

資産などを追加	

■医療・介護従事者の確保�
○医師確保支援を行う地域医療支援セン

ターの機能の位置づけ	

○看護師等免許保持者に対して、ナースセ
ンターへの届出制度を創設	

○医療機関の勤務環境改善	
　*指針の策定、都道府県で取組を支援する仕組み	 

○臨床修練制度の高度な医療技術を有する
外国医師への拡充	

○歯科技工士国家試験の全国統一化	
	
	
	
	

効率的かつ質の高い医療提供体制の構築	 地域包括ケアシステムの構築	

サービス �
の充実	

基金	

○介護従事者の確保	

	 　*上記基金による対応、27年度介護報酬改
定で検討	 

	
■地域での効率的・質の高い医療の確保　（上記以外の事項）	

○医療事故にかかる調査の仕組みの位置づけ	
○医療法人制度に係る見直し	
・持ち分なし医療法人への移行促進策を創設（移行計画の策定等）	 
・医療法人社団と医療法人財団の合併を可能とする。	 

○臨床研究中核病院の位置づけ	
■チーム医療の推進	
○医師又は歯科医師の指示の下、プロトコール（手順書）に基づき	

　特定行為を行う看護師に係る研修制度を創設	
　　＊特定行為:看護師の行う診療の補助のうち高い専門知識と技能等が必要となる行為	 

○診療放射線技師、臨床検査技師、歯科衛生士の業務範囲又は　
業務実施体制の見直し	

サービス充実の �
基盤制度の整備	

計画	

厚生労働省提供資料	
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新専門医制度について!

1!

第30回全国国公立大学病院集中治療部協議会!

日本集中治療医学会専門医制度・審査委員会委員長!
山梨大学医学部救急集中治療医学講座!

松田兼一!
2015年01月30日　京都平安ホテル!

日本集中治療医学会 
新専門医制度について!

特別講演!
はじめに!

　本講演ではまず，大きく転換する新専門医制度に
おける集中治療専門医の位置づけについて簡単にお
話しします．!
　次に，日本集中治療医学会教育プログラム及び日
本集中治療医学会の新しい専門医制度の解説と日本
集中治療医学会の方向性についてお話しします．!

事の始まり 1!

　わが国において，医師の専門性に係る評価・認定
については，これまで各領域の学会が自律的に独自
の方針で専門医制度※を設け，運用してきた．!
　※ 現在の専門医制度は，学会が専門医認定を受け
るために必要な基準を作成し，医師免許取得後の一
定の経験等を評価し，主に試験による能力確認を行
って専門医を認定している．!

社団法人日本専門医制評価・認定機構 専門医制度評価委員会!

事の始まり 2!

　しかし，専門医制度を運用する学会が乱立して認定基
準が統一されておらず，専門医として有すべき能力につ
いて医師と患者との間に捉え方のギャップがあるなど，
現在の専門医制度は患者にとって分かりやすい仕組みに
なっていないと考えられる．!
　また，医師の地域偏在・診療科偏在は近年の医療を
めぐる重要な課題であり，専門医の在り方を検討する
際にも，偏在の視点への配慮が欠かせない．!

社団法人日本専門医制評価・認定機構 専門医制度評価委員会!

事の始まり 3!

　今後，患者から信頼される医療を確立していくためには，
専門医の質の一層の向上や医師の診療における適切な連携
を進めるべきであり，現在の専門医制度を見直す必要があ
る．!
　このため，患者の視点に改めて立った上で，医師の質の
一層の向上及び医師の偏在 是正を図ることを目的として，
厚生労働省として本検討会を開催し，本検討会において専
門医の在り方に関して幅広く検討を行うこととなった．!

社団法人日本専門医制評価・認定機構 専門医制度評価委員会!



新専門医制度について!
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事の始まり 4!

　本検討会は，平成23年10月に第1回の会合を開催し，以
降，関係者からのヒアリング等を参考に活発な意見交換
を重ね，平成24年8月には，それまでの議論を中間的に取
りまとめたところである．!
　また，平成29年度から研修を開始する医師から新制度
の対象となる事にした．!

社団法人日本専門医制評価・認定機構 専門医制度評価委員会!

そんなの知らない!

1. 研修期間は良いが，研修内容が不明．!
2. 65歳を越えた専門医が更新審査無し
に自動的に更新されている．!

社団法人日本専門医制評価・認定機構 専門医制度評価委員会!

教育プログラムの必要性!
専門医制度改革!

集中治療医学会に足りないもの!

第4章 集中治療専門医認定申請の資格 !
第7条 集中治療専門医の認定を得ようとするものは，次
の各項に定める資格をすべて具備していなければな
らない．!

1.  医師免許証取得後 5 年以上の臨床経験者で、集中治
療に関して深い知識と経験を有すること． !

2.  申請時に日本集中治療医学会会員であること． !
3.  認定された集中治療専門医研修施設あるいはそれに
準ずる施設において，細則に定める期間の集中治療
研修歴を有すること．!

専門医申請制度規則（新旧）! 専門医申請制度細則（旧）!

第2章 集中治療専門医認定申請資格の基準!
第3条 !集中治療専門医の認定を得ようとする者は規則第7条に定め
る以外に次の項目のいずれかを満たしていなければならない．!

1.   (甲)一般社団法人日本集中治療医学会(以下日本集中治療医学会)
の認定する集中治療専門医研修施設において通算3年以上の勤
務歴，うち連続して12週間以上の 専従歴※を有すること． !

2.  (乙)別表1-1に指定する専門医(あるいは認定医等)の資格を有し，
日本集中治療医学会の認定する集中治療専門医研修施設におい
て通算2年以上の勤務歴を有すること． !

3.  (丙)別表1-2に指定する専門医(あるいは認定医等)の資格を有し，
日本集中治療医学会の認定する集中治療専門医研修施設におい
て通算3年以上の勤務歴を有すること．!
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専門医申請制度細則（新）!

第2章 !集中治療専門医認定申請資格の基準 !!
第3条 集中治療専門医の認定を得ようとする者は規則第7条に定め
る以外に次の項目のすべてを満たしていなければならない．!

  1. !指定する学会(別表 1)の専門医資格を有すること． !!
  2. !日本集中治療医学会の認定する集中治療専門医研修施設におい
て1年以上の勤務歴※があること． !!

  3. !上記勤務歴のうち連続して12週間以上専従歴※があること．!
  4. !所定の知識・技能研修修了の条件を満たしていること．(別添:
診療実績表について参照)!

勤務歴・専従歴の計算方法!

•  集中治療に専従とは，すべての業務時間を集中治療施設で実質
的に勤務している状態であり，専従歴の最小単位は，連続した
12週以上とする．!

!
•  兼任歴は，以下換算方法により計算する．!
! !N／5 × （月数）!

 ! ! !・「N」は週の関与回数!
 ! ! !・勤務形態の「一日」「半日」「夜間」の区別なし!
!
•  勤務歴とは，専従歴に兼任歴を加えたものとする．!

申請の手引きとFAQ!
1.  集中治療医学会のHPか
ら専門医・施設認定を
クリックする．!

2.  専門医申請の手引きを
クリックする．!

3.  e医学会のHPに入る．!
4.  申請の手引きとFAQを
ゲットできる．!

専従歴と論文，地方会参加が不足しがち!

平成26年4月から保険診療報酬改定!

特定集中治療室管理料!
1と2 (広範囲熱傷)	 

9200点!
（7700点）	 

13500点!
（12190点）!

9361点!
（7837点）	 

特定集中治療室管理料!
1, 2と3,4	 

特定集中治療室管理料1の施設要件!

1.  専任の医師が常時，特定集中治療室内に勤務している
こと．当該専任の医師に，特定集中治療の経験を5年
以上有する医師を2名以上含むこと!

2.  専任の臨床工学技士が常時院内に勤務していること!
3.  当該特定集中治療室の広さは1床当たり20平方メート
ル以上であること!

4.  特定集中治療室用の重症度，医療・看護必要度の基準
を満たす患者が9割以上いること	 
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特定集中治療室用の重症度，医療・看護
必要度の基準表!

別紙1７

特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価粟

（配点）

%I賑1６

褥箔リスクアセスメント票・縛瘡予防治療計画啓

鼎鼎
注）特定築中治療室用の肛症度、医療・肴震必要度に係る評缶票の紀入にあたっては、

『特定典中治療室用の瓜症度、医療・君硬必要度に係る評価粟評価の手引き」に垂づき
行うこと。
Ａについては、評価日において実施されたモニタリング及び処匠辱の合計点数を記載する
Ｂについては、評価日の患者の状況に基づき判断した点数を合計して記鞍する。

＜皿症度に係る基姻＞
モニタリング及び処凪等に係る得点（Ａ得点）が３点以上、かつ患者の状況等に係る得点
（Ｂ得点）が３点以上。

’

一一一一一一一三坐一三一一三三》一三一》一一圭一
二 二 一

受 ↓ … ＝ 誤 望 表 し い ←

Ｐ 矛 言 昌 へ 必 ヘ エ ー

搭 生 活 動 … 自 峯 座 催 一 一 毎 伺 … 菫 症

Ａモニタリング及び処腫等

ｌ心迩図モニターの符理
項目の定錐

’

｜
’

選択肢の判断雅砿
｢なし」
持続的な心趣図のモニタリングを実施ルなかつ迄七李幹準→毛判さそ
の記録辞…場合をいう。

『あり」
持綻的な心矼図のモニタリングを英箆上圭セキ峰坐一…録も…
場合をいう。

’

判断に際しての岡亜点

醇優の対象に含めないが、８項Ｈの評価においては、岨荷の剛練を目的とした行為であ
っても珊硬師等が実施したものは解箇の対象に含めるものとする。
Ａ項目の蕊銅の評価については､醐床拭験であっても岬価の対象に含めるものとする．

８．評価の根槌
評価は、観鰯と記録に基司吻､て行い、推測は行わないこと。当日の実施記録が無い

一一一三一垂
｜
’

２輪液ポンプの丘騨用
項目の定義

’
避択肢の判断遮叩

(878）

Ａモニタリング及び処皿等 ０点 １占dD b 回

１心睡図モニターの管理 なし あり

２輪液ポンプの笹理 なし あり

３動脈圧測定（動脈ライン） なし あり

４シリンジポンプの管理 なし あり

５中心肺脈圧測定（中心締脈ライン） なし あり

６人工呼吸器の装粉 なし あり

７輸血や血液製剤の笹理 なし あり

８肺動脈圧測定（スワンガンツカテーテル） なし あり

９特殊な治療法等（qu肝.IABP，ITPS・植助人工心ａ,ＫＰ測定． なし あり
Ａ得点

氏 名 ； 橡 病棟 評 価 日 年 月 日

生年月日： （熊） 性 別 男 ・ 女 岬価者名

診断名： “６，》有無（現在）有・無 揮瘡の有無蝿去）有・無

“ハイリスク項目睡当すべてに○〕
ベッド上安静、ショック状態､重度α｝末梢緬環不全麻藁等の鎮痛・”弗肋鍛勺な使用が必要、
6時間以上の手術(全身麻酔下､癖体位）、強度の下痢の持続､極度な皮膚の脆弱（低出生体重児、
ＧＶＨＤ，黄疽檸）、褥瘡の多発と再発
その他の危険因子【破当すべてに○〕
床上で自立体位変換ができない、いす上で座位湊勢が保持できない､病的骨突出、閣節拘縮、栄疑状態
低下、皮膚の湿潤（多汗、尿失禁、便失禁）、浮睡（"f以外の綱立）
押庶の発生が予測される部位及〔鯛癒d礎

五 ■ ■ ■ ■ ⑥ エ 白 ■

生部位

海
リスクアセスメント結果

虹点的な椰砺ケアの必要性
要 ・ 不 要

癖 露 者 名

舜瘡予防治療計画〔褥瘡ハイリスク患者ケアの開始年月日年月日〕

御瘡ケア結果の評価〔榔瘡ハイリスク慰者ケアの終了年月日年月日〕

Ｂ患者の状況等 ０点 1点 ２点

１０寝返り できる 何かにつかまれ
ぱできる できない

ｌ起き上がり できる できない

２座位保持 できる 支えがあればで
きる できない

３移乗 できる 見守り．-郎介
肋が９，要 できない

１４口腔清潔 できる できない
Ｂ楜点

全て一

心唖図の砺碍の梱馴や心耶図の瞬騨法の柵題はI湖わない。

､ろ掛合であって-霧毒師騨による心敵閃の呼価の湿紐が必唾である-心、【則の鱒
器による自動的な記録のみの掛合は心晒図モニターの符理の対象に含めない

進
毛
心趣図検壷として一時的に測定を行った場合は含まない｡ホルダー心趣図は定純に

輪液ポンプの使用は、末梢師脈・中心肺脈・硬嘆外・動脈・皮下に対して、…岬
脈注射・輸液・輸血・血液製剤・薬液の微肚持続注入を行うにあたり輸液ポンプを使
用上、珊縄師埠が使用状況（投与時間、投与価t等》を符題している場合陰一掬一
＝ 砲 エ ア 今 マ ー ロ ー 今 一 岸 一 一 ＝ 画 一 全 一

別紙1７

特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価粟

（配点）

%I賑1６

褥箔リスクアセスメント票・縛瘡予防治療計画啓

鼎鼎
注）特定築中治療室用の肛症度、医療・肴震必要度に係る評缶票の紀入にあたっては、

『特定典中治療室用の瓜症度、医療・君硬必要度に係る評価粟評価の手引き」に垂づき
行うこと。
Ａについては、評価日において実施されたモニタリング及び処匠辱の合計点数を記載する
Ｂについては、評価日の患者の状況に基づき判断した点数を合計して記鞍する。

＜皿症度に係る基姻＞
モニタリング及び処凪等に係る得点（Ａ得点）が３点以上、かつ患者の状況等に係る得点
（Ｂ得点）が３点以上。

’

一一一一一一一三坐一三一一三三》一三一》一一圭一
二 二 一

受 ↓ … ＝ 誤 望 表 し い ←

Ｐ 矛 言 昌 へ 必 ヘ エ ー

搭 生 活 動 … 自 峯 座 催 一 一 毎 伺 … 菫 症

Ａモニタリング及び処腫等

ｌ心迩図モニターの符理
項目の定錐

’

｜
’

選択肢の判断雅砿
｢なし」
持続的な心趣図のモニタリングを実施ルなかつ迄七李幹準→毛判さそ
の記録辞…場合をいう。

『あり」
持綻的な心矼図のモニタリングを英箆上圭セキ峰坐一…録も…
場合をいう。

’

判断に際しての岡亜点

醇優の対象に含めないが、８項Ｈの評価においては、岨荷の剛練を目的とした行為であ
っても珊硬師等が実施したものは解箇の対象に含めるものとする。
Ａ項目の蕊銅の評価については､醐床拭験であっても岬価の対象に含めるものとする．

８．評価の根槌
評価は、観鰯と記録に基司吻､て行い、推測は行わないこと。当日の実施記録が無い

一一一三一垂
｜
’

２輪液ポンプの丘騨用
項目の定義

’
避択肢の判断遮叩

(878）

Ａモニタリング及び処皿等 ０点 １占dD b 回

１心睡図モニターの管理 なし あり

２輪液ポンプの笹理 なし あり

３動脈圧測定（動脈ライン） なし あり

４シリンジポンプの管理 なし あり

５中心肺脈圧測定（中心締脈ライン） なし あり

６人工呼吸器の装粉 なし あり

７輸血や血液製剤の笹理 なし あり

８肺動脈圧測定（スワンガンツカテーテル） なし あり

９特殊な治療法等（qu肝.IABP，ITPS・植助人工心ａ,ＫＰ測定． なし あり
Ａ得点

氏 名 ； 橡 病棟 評 価 日 年 月 日

生年月日： （熊） 性 別 男 ・ 女 岬価者名

診断名： “６，》有無（現在）有・無 揮瘡の有無蝿去）有・無

“ハイリスク項目睡当すべてに○〕
ベッド上安静、ショック状態､重度α｝末梢緬環不全麻藁等の鎮痛・”弗肋鍛勺な使用が必要、
6時間以上の手術(全身麻酔下､癖体位）、強度の下痢の持続､極度な皮膚の脆弱（低出生体重児、
ＧＶＨＤ，黄疽檸）、褥瘡の多発と再発
その他の危険因子【破当すべてに○〕
床上で自立体位変換ができない、いす上で座位湊勢が保持できない､病的骨突出、閣節拘縮、栄疑状態
低下、皮膚の湿潤（多汗、尿失禁、便失禁）、浮睡（"f以外の綱立）
押庶の発生が予測される部位及〔鯛癒d礎

五 ■ ■ ■ ■ ⑥ エ 白 ■

生部位

海
リスクアセスメント結果

虹点的な椰砺ケアの必要性
要 ・ 不 要

癖 露 者 名

舜瘡予防治療計画〔褥瘡ハイリスク患者ケアの開始年月日年月日〕

御瘡ケア結果の評価〔榔瘡ハイリスク慰者ケアの終了年月日年月日〕

Ｂ患者の状況等 ０点 1点 ２点

１０寝返り できる 何かにつかまれ
ぱできる できない

ｌ起き上がり できる できない

２座位保持 できる 支えがあればで
きる できない

３移乗 できる 見守り．-郎介
肋が９，要 できない

１４口腔清潔 できる できない
Ｂ楜点

全て一

心唖図の砺碍の梱馴や心耶図の瞬騨法の柵題はI湖わない。

､ろ掛合であって-霧毒師騨による心敵閃の呼価の湿紐が必唾である-心、【則の鱒
器による自動的な記録のみの掛合は心晒図モニターの符理の対象に含めない

進
毛
心趣図検壷として一時的に測定を行った場合は含まない｡ホルダー心趣図は定純に

輪液ポンプの使用は、末梢師脈・中心肺脈・硬嘆外・動脈・皮下に対して、…岬
脈注射・輸液・輸血・血液製剤・薬液の微肚持続注入を行うにあたり輸液ポンプを使
用上、珊縄師埠が使用状況（投与時間、投与価t等》を符題している場合陰一掬一
＝ 砲 エ ア 今 マ ー ロ ー 今 一 岸 一 一 ＝ 画 一 全 一

特定集中治療室管理料疑義解釈!

医科 - 10

（問41）感染防止対策加算１の届出を行っている保険医療機関と感染防止対策加算

２の届出を行っている保険医療機関とのカンファレンスは、どのような内容

が適当か。

（答） 例えば、各保険医療機関における薬剤耐性菌等の検出状況、感染症患者の発

生状況、院内感染対策の実施状況（アルコール製剤の使用量、感染経路別予防

策の実施状況等）、抗菌薬の使用状況等の情報の共有、参加しているサーベイ

ランス事業からのデータの共有及び意見交換等を行い、最新の知見を共有する

ことは適当である。

【特定集中治療室管理料】

（問42）特定集中治療室管理料１について、「専任の医師が常時、特定集中治療室

内に勤務していること。当該専任の医師に、特定集中治療の経験を５年以上

有する医師を２名以上含むこと」とあるが、特定集中治療の経験を５年以上

有する医師２名以上が常時、当該特定集中治療室に勤務する必要があるのか。

（答） 当該治療室において集中治療を行うにつき必要な医師の中に、特定集中治療

の経験を５年以上有する医師２名以上が含まれている必要があるという趣旨で

あり、必ずしも特定集中治療の経験を５年以上有する医師２名以上が常時、当

該特定集中治療室に勤務する必要はない。

（問43）「特定集中治療の経験を５年以上有する医師」とあるが、特定集中治療室

管理料の届出がある保険医療機関の集中治療部門（集中治療部、救命救急セ

ンター等）での勤務経験を５年以上有していることで要件は満たされるか。

（答） 集中治療部門での勤務経験を５年以上有しているほか、特定集中治療に習熟

していることを証明する資料を提出すること。

（問44）専任の臨床工学技士の配置について、「常時、院内に勤務」とあるが、当

直体制でも可能か。あるいは、夜勤体制による対応が必要か。

（答） 当直体制による対応が必要である。ただし、集中治療室の患者の状態に応じ

て、夜勤体制であることが望ましい。
mÐ � �
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1.  行政府が発信する文書に“日本集中治療医学会”が明記された
ことは，当学会ならびに集中治療コミュニティにとって，社会
的な認知を含め極めて重要な意義を持つ一方，一般社会に対し
相応の責任が生じた．!

2.  当学会の責務は，教育事業の一環として質の高い講習会ならび
に専門医制度を粛々と整備施行し，それらがより質の高い集中
治療を国民に提供するうえで有意義という客観的評価を得られ
るよう努力することである．	 

特定集中治療管理料算定に係る 
学会としての理解と取り組み!

2014年4月26日評議員へのメール配信
日本集中治療医学会理事長	 氏家良人	 

集中治療専門医がすべき事!
1.  国民の信頼を得られるように，新しい知識の習得と技能の維持
に日々努力すること．	 

2.  集中治療専門医が治療することで救命率が向上することを証明
すること．（きめ細かくデータを収集し，DPCデータ等の全
国データと比較検討する．）!

3.  同時に，集中治療専門医が治療することで医療費軽減に貢献す
ることを証明すること．（人工呼吸装着期間やICU入室期間の
検討）!

4.  専門医の習得，更新に際して国民の信頼を得られるような教育
制度・認定制度を構築すること．!

専門医更新制度改革!
1. 講習受講の証明!
2. 論文実績の開示!
3. 診療実績の開示	 
4. 集中治療に対する知識確認のための試験の実施!

克己精進し，レベルの高い医療を行い
続け，集中治療医の存在感を増すことの
みが集中治療の発展に繋がると考える．!

ま と め!
1.  集中治療専門医の位置づけと治療医学会の新しい専門
医制度の解説，集中治療専門医申請の教育プログラム
について解説した．!

2.  集中治療専門医を目指す医師のみならず国民にも納得し
て頂き，さらに専門医である事に誇りが持てるような集
中治療専門医制度・教育プログラムを作成して行くべき
と考えている．!



新専門医制度について!

5!

ご清聴ありがとうございました．!
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【特別養護老人ホーム・	 
老人保健施設】	 

【在宅介護サービス】	 

【急性期病院】	 

【高度急性期	 
病院】	 

【回復期病院】	

・医師・看護師を多く配置	  
・質の高い医療と手厚い
看護により、早期に「急性
期後の病院」や「リハビリ
病院」に転院可能	

・いつでも必要な場合に往診してくれ
る医師が近くにいて、必要な訪問看
護サービスを受けることができる。	

在宅	  
医療	

・サービス付き高齢者向け住
宅や有料老人ホームなど高
齢者が安心して暮らせる多
様な住まい	

⽼老老⼈人クラブ・⾃自治会・ボランティア・ＮＰＯ 　等�

【⽣生活⽀支援・介護予防】�

・ボランティア、ＮＰＯ等の多様な主体による見守り、
配食、買い物支援等の生活支援サービスが充実	  
・社会参加が推進され地域での介護予防活動が充
実	

・２４時間対応の訪問介護・看
護サービス、小規模多機能型
居宅介護等により、高齢者の
在宅生活を支援	

入院医療	 介護	

「地域包括ケアシステムの整備」	  
医療、介護、住まい、予防、生活支援サービ

スが身近な地域で包括的に確保される体制を
構築	

連携強化	

・病院の退院調整スタッフが連携
先の身近な病院を紹介	  
・自分で転院先を探す必要がない	

【慢性期病院】	 

・身近なところで集中的なリハ

ビリを受けることができる。	

・早期の在宅復
帰、社会復帰が
可能	

発症	
住まい	 

（患者さん・家族）	 

・地域の拠点として在宅介護サービス等も積極的に
展開	

医療療・介護サービスの提供体制改⾰革後の姿（サービス提供体制から）�

外来	  
医療	

歯科	  
医療	

薬局	

医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護支援専門員その他の専門職（※）の積極的な関与のもと、
患者・利用者の視点に立って、サービス提供体制を構築する。	

有床	  
診療所	

　 ※保健師、助産師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、
言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、社会福祉士、介護福祉士等	

厚生労働省提供資料	
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施行期日	 改正事項	 

①公布の日	 ○診療放射線技師法（業務実施体制の見直し）	

○社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律（介護福祉士の資格取得方法の見直しの期日の変更）	 

②平成２６年４月１日又はこ

の法律の公布の日のい

ずれか遅い日	 

○地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律（厚生労働大臣による総合確保方針の策
定、基金による財政支援）	

○医療法（総合確保方針に即した医療計画の作成）	

○介護保険法（総合確保方針に即した介護保険事業計画等の作成）	 

③平成２６年１０月１日	 ○医療法（病床機能報告制度の創設、在宅医療の推進、病院・有床診療所等の役割、勤務環境改善、地域医療支
援センターの機能の位置づけ、社団たる医療法人と財団たる医療法人の合併）	

○外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律（臨床教授等の創設）	

○良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律（持分なし医療法人への移行）	 

④平成２７年４月１日	 ○医療法（地域医療構想の策定とその実現のために必要な措置、臨床研究中核病院）	

○介護保険法（地域支援事業の充実、予防給付の見直し、特養の機能重点化、低所得者の保険料軽減の強化、介
護保険事業計画の見直し、サービス付き高齢者向け住宅への住所地特例の適用）	
　※なお、地域支援事業の充実のうち、在宅医療・介護連携の推進、生活支援サービスの充実・強化及び認知症施策の推進）は平成３０年４月、	

　　　予防給付の見直しは平成２９年４月までにすべての市町村で実施	

○歯科衛生士法、診療放射線技師法、臨床検査技師等に関する法律（業務範囲の拡大・業務実施体制の見直し）	

○歯科技工士法（国が歯科技工士試験を実施）	 

⑤平成２７年８月１日	 ○介護保険法（一定以上の所得のある利用者の自己負担の引上げ、補足給付の支給に資産等を勘案）	 

⑥平成２７年１０月１日	 ○医療法（医療事故の調査に係る仕組み）	

○看護師等の人材確保の促進に関する法律（看護師免許保持者等の届出制度）	

○保健師助産師看護師法（看護師の特定行為の研修制度）	 

⑦平成２８年４月１日までの

間にあって政令で定める

日	 

○介護保険法（地域密着型通所介護の創設）	 

⑧平成３０年４月１日	 ○介護保険法（居宅介護支援事業所の指定権限の市町村への移譲）	 

主な施行期日について	 厚生労働省提供資料	
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２．平成２７年度予算（案）について�
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 【大学・大学院及び附属病院における人材養成機能強化事業】 	
　　医療の高度化等に対応するため、優れた高度専門医療人（医師・歯科医師・看護　師・薬剤師等）を養成するための教育
体制の充実を図る。	

	

  　○課題解決型高度医療人材養成プログラム 　　　　　　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　8億円（10億円）	

　　○基礎・臨床を両輪とした医学教育改革によるグローバルな医師養成　　　　　　　　　　　　　　　 　　   　    2億円（3億円）	

　　○専門的看護師・薬剤師等医療人材養成事業　　　　　　　  　  0.1億円（0.2億円）	

 	

 【先進的医療イノベーション人材養成事業】  
　　我が国が抱える様々な医療課題を解決し、国民に提供する医療水準を向上させるため、大学における研究マインドを
持った次世代医療人材の養成拠点の形成を促進する。	
	
　　○未来医療研究人材養成拠点形成事業　　　　　       　 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16億円（20億円）	
　　○がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン　　            　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16億円（19億円）	
 	

高度医療人材の養成と大学病院の機能強化�

平成２７年度予定額：４４億円（５４億円）	
注：（　）の数値は、２６年度予算額	

※単位未満四捨五入のため、計が一致しない場合がある。	

※26年度予算額には、26年度限りで終了する事業「周産期医療に関わる専門的スタッフの養成」等の予算額を含む。	

 【大学における医療人養成の在り方に関する調査研究】  
　　我が国における今後の社会・経済構造の変化に伴う保健医療分野のニーズに対応するため、大学及び大学院における
医療人養成の在り方について検討するための調査・研究を実施する。	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1億円（新規） 	
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課　題�

科学技術基本計画（H23.8.19閣議決定）（抄）�
 

○我が国では世界で最も急速に高齢化が進行しており、今後ますます深刻
となる医療、介護の問題について、個人の人生観や死生観を尊重しつつ、

その解決の方策を見出すことが喫緊の課題	
	

〇がん患者や高齢者の終末期における精神的、肉体的苦痛を取り除く緩
和医療に関する研究を推進	

先進的医療イノベーション人材養成事業�
平成２７年度予定額　３２億円	

　　（平成２６年度予算額　３７億円）	

がん対策基本法（H18.6）（抄）�
 

＜基本理念＞ 
 

○がんに関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進、がんの予防、
診断、治療等に係る技術の向上	
	

○がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適
切ながん医療を享受  
	

○本人の意向を十分尊重してがんの治療方法等が選択されるようがん医
療を提供 
 
＜専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成＞ 
 

○手術、放射線療法、化学療法その他のがん医療に携わる専門的な知識
及び技能を有する医師その他の医療従事者の養成	

 
 

対　応�

　我が国が抱える様々な医療課題を解決し、国民に提供
する医療水準を向上させるためには、大学における研究
マインドを持った次世代医療人材の養成が必要	

◇がんプロフェッショナル養成基盤推進プ
ラン�
　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年度予定額：１６億円	
	

　　　●がんの先端研究や高度医療を担う専門医療人の	
　　　　養成	

◇未来医療研究人材養成拠点形成事業 
	

　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年度予定額：１６億円	
	
　　　●メディカル・イノベーション推進人材の養成	
	
　　　●リサーチマインドを持った総合診療医の養成	

　左記の課題に対応するためには、高度な
教育・研究・診療機能を有する大学・大学
病院における高質で戦略的な人材養成拠点
の形成が必要	

我が国の喫緊の医療課題（先進医療、高齢者医療、がん医療）�
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民間企業�

事業のイメージ図�

大  学	

●メディカル・イノベーション推進人材を養成�
するための教育プログラム・コースを設定�

（学部、大学院、臨床研修いずれでも可）	

海外の医療関連機関�地方自治体�

境界領域の革新的な研究を担う「分野融合
型イノベーション人材の養成」	

地域発のイノベーション創出（地域の医療
特性を踏まえた研究等）を担う「地域基盤型
イノベーション人材の養成」	

海外武者修行等による国際的に活躍でき
る「グローバル型イノベーション人材の養
成」	

（各大学の自由な発
想でご検討ください） 

＜アウトプットの例＞�
�
○医学教育のパラダイムシフト�
　　（例）	
　　　基礎・臨床教育	
　　　　　　　↓	
　　　基礎・臨床・イノベーション教育	
�
○医療の高度化等に貢献できる人材�
�
○医療関連産業を活性化できる人材�
�
○研究成果を世界展開できるマインド
を持った人材�
�
○男女医師のキャリア形成�

取組例④�取組例①� 取組例③�取組例②�

未来医療研究人材養成拠点形成事業　（テーマＡ）メディカル・イノベーション推進人材の養成�

課題�

◇医療の更なる高度化・効率化や治療法が未確立な疾患への対応 
◇従来の医学・医療の枠組みでは捉えきれない学際領域のニーズが増大	
◇健康・医療の分野は我が国の成長分野として位置づけられており、世界に日本の健
康・医療関連産業を展開して国富の拡大に繋げることが期待 

対応�

◇各大学が理念や強み、特色、地域性等を活かして、世界の最先
端医療の研究・開発等をリードし、将来的にその成果を国内外に普
及できる実行力を備えた人材（イノベーションを推進できる人材）を
養成	

医学部�
 

医学博士�
医科学�
修士�

研究の動機付け・導入教育�

後期研修�初期研修�

医学以外の学部 
（工学、農学、情報、経済等） 

連
携

臨床研究センター	

産学連携推進室�

知財管理センター�教育に
参加	

インテンシブコース�

■研究遂行能力修得に関する教育	
■研究・開発の実践的な場での教育	
■医療イノベーションの実践教育	

■学内が一体となった教育体制	 
■民間等の人材を活用した教育体制	 
■医学生・男女医師のキャリア教育	 

教育に
参加	

連
携

連
携

11 



3 

医学部�
 臨床実習�

未来医療研究人材養成拠点形成事業　（テーマＢ）リサーチマインドを持った総合診療医の養成�

◇各大学が理念や強み、特色、地域性等を活かして、
地域の医療機関や市町村等と連携しながら、将来の
超高齢社会における地域包括ケアシステムに対応
できるリサーチマインドを持った優れた総合診療医
等を養成	

生活の場�地域医療機関�

指導医　　 研修医 　　医学生	

事業のイメージ図�

医学博士�

後期研修�初期研修�

大  学	

●総合診療医を養成するための教育�
プログラム・コースを設定�

（学部、大学院、臨床研修いずれでも可）	

関連企業・団体等�

市町村等�市町村等医師会�

◇急速な高齢化の進展が見込まれるなか、「医療」「介護」「予防」「生活支援」「住まい」の５つの要素を柱
とした「地域包括ケアシステム」が各市町村で実現できるかどうかが新たな課題	
◇特に、医療面では、高齢者に対して、多様な医療（総合診療、在宅医療、認知症対応、緩和ケア、在宅
看取り等）を包括的かつ柔軟に提供することが必要 
◇さらに、高齢社会に伴う医療ニーズの変化に対応し得るリサーチマインドを持ち、医療の進歩と改善に
資する臨床研究を遂行できる医師が必要 

介護・福祉施設�

充実した機能を持つ大学病院総合診療部
を活用した総合診療医の養成	

在宅医療（地域包括ケア）に重点を置いた
総合診療医の養成	

老年医学・予防医学等に関する研究に貢
献する総合診療医の養成	

（各大学の自由な発
想でご検討ください） 

■総合診療の指導医を養成	
■地域医療人等を活用した指導体制	
■医学生・男女医師のキャリア教育	

取組例④�

課題� 対応�

取組例①� 取組例③�取組例②�

＜アウトプットの例＞�
�
○医療のパラダイムシフト�
　（例）	
　　専門医療　➝　専門医療・総合診療	
　　入院・外来医療　➝　入院・外来・在宅医療	
�
○地域包括ケアに貢献できる人材�
　・総合的な診療能力を持った人材	
　・全人的医療ができる人材	
　・高齢者医療ができる人材	
　・多職種連携・チーム医療・リーダーシップの	
　　とれる人材	
	
○男女医師のキャリア形成�

インテンシブコース 
（再教育プログラム等）�

■総合的な臨床推論能力・診断能力修得のための教育	
■地域・在宅の場を活用した教育	
■他領域から総合診療医移行のための再教育	
■地域医療ニーズに対応した人材養成	
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未来医療研究人材養成拠点形成事業　選定結果  （H25.8）�

No	区分	
申請担当大学

名	
連携大学名	 事業名	

1 国	 群馬大学	 　	
地域オープンイノベーションＲ＆Ｄ人材養成　 
～医療開発研究のスタートからゴールまでを一貫する
産官学連携教育・研究プログラム～	

2 国	 千葉大学	 　	 未来医療を担う治療学ＣＨＩＢＡ人材養成	

3 国	 東京大学	 　	 臨床発実用化マネジメント人材養成拠点	

4 国	
東京医科歯科
大学	

　	

ＩＱ・ＥＱ両者強化によるイノベーター育成 
～ＩＱ（高い知能・技能）とともにＥＱの強化を基点とした、
医療現場の変革を可能にするイノベーターの育成とイ
ノベーション文化の醸成～	

5 国	 金沢大学	 　	 第三の道：医療革新を専門とする医師の養成	

6 国	 大阪大学	 　	 国際・未来医療のための人材養成拠点創生	

7 国	 鳥取大学	 　	
革新的未来医療創造人材の養成　 
～鳥大発独自教育プログラム「発明楽」の実践～	

8 国	 九州大学	
福岡大学 
久留米大学 
産業医科大学	

イノベーションを推進する国際的人材の育成　 
～アジアの表玄関における４大学双方向性教育連携
～	

9 国	 長崎大学	 　	
「医工の絆」ハイブリッド医療人養成コース　 
～出島マインドで医療ものづくり～	

10 私	
東京女子医科
大学	

　	
医療機器実用化の為の突破力促成プログラム　 
～臨床と医理工教育を複合させたイノベーション人材
育成環境の創出～	

No	区分	申請担当大学名	 連携大学名	 事業名	

1 国	東北大学	 　	 コンダクター型総合診療医の養成	

2 国	筑波大学	 　	 次世代の地域医療を担うリーダーの養成	

3 国	千葉大学	 　	
超高齢社会に対応する総合診療医養成事業　 
～地域と大学でロールモデルを継続的に育てる仕
組みを作る～	

4 国	東京大学	 　	 新しい大学－地域間連携での研究人材育成	

5 国	新潟大学	
新潟医療福祉大学 
新潟薬科大学	

オール新潟による『次世代医療人』の養成	

6 国	富山大学	 　	 地域包括ケアのためのアカデミックＧＰ養成	

7 国	三重大学	 　	 三重地域総合診療網の全国・世界発信	

8 国	大阪大学	 　	
地域に生き世界に伸びる総合診療医養成事業　 
～超高齢社会を切り拓くリーダー型高度医療人養
成～	

9 国	島根大学	
神戸大学 
兵庫医科大学	

地方と都会の大学連携ライフイノベーション	

10 国	岡山大学	 　	 地域を支え地域を科学する総合診療医の育成	

11 国	九州大学	 　	
地域包括医療に邁進する総合診療医育成　 
～九州大学総合診療科を活用した総合的臨床と
ヘルスサービスリサーチ教育プログラム～	

12 国	長崎大学	 長崎純心大学	
つなぐ医療を育む先導的教育研究拠点の構築　 
～人と人、場と場、ケアとリサーチをつなぐ総合診
療医の養成～	

13 公	札幌医科大学	 　	 北の地域医療を支える総合診療医養成プラン	

14 公	名古屋市立大学	
名古屋学院大学 
名古屋工業大学	

地域と育む未来医療人「なごやかモデル」	

15 私	
東京慈恵会医科
大学	

　	
卒前から生涯学習に亘る総合診療能力開発　 
～地域における臨床研究の推進を目指して～	

【テーマA】メディカル・イノベーション推進人材の養成	

申請件数：３８件　　選定件数１０件	

【テーマB】リサーチマインドを持った総合診療医の養成	

　申請件数：５９件　　選定件数１５件	
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がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン�

	
　・本事業では、複数の大学がそれぞれの個性や特色、得意分野を活かしながら相互に連携・補完して教育を活性化し、がん専門医療人養

成のための拠点を構築する。	

※２　コーディネーターを配置し、他大学・他
学部・地域医療機関・製薬企業等との調整
を行う。	

	

※３　支援期間（５年間）終了後も、恒常的に
事業を実施できる体制基盤を確立する。	

連携・
補完	

 　　　　　 
　・高度ながん研究、がん医療等を実践できる優れたがん専門医療人を育成し、わが国のがん医療の向上を推進	

	
　・がんは、わが国の死因第一位の疾患であり、国民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状から、「がん対策基本法」が制定（H19.

4施行）。	
　・この基本法の中で、手術、放射線療法、化学療法その他のがん医療に携わる専門的な知識・技能を有する医師その他の医療従事者の育成

が求められている。	

※１　各大学は、下記の①～③のいずれかに該当するコースを開設。	＜連携のイメージ（例）＞	

C大学	
gコース	

A大学	
dコース	
eコース	

B大学	
fコース	

②がん教育改革によるがん専門医療人養成に重点を置くコース�
　従来とは異なる教育手法の導入等の教育改革により、がんに関する国際的な視野を持った指導者や
臨床現場でのリーダーをはじめとした、優れたがん専門医療人の養成を主目的とするコース。	
【取組例】多職種連携教育、初期研修と大学院の両立、連携大学との単位互換、全国規模のE-learning
、などを導入したコース	

③地域がん医療に貢献するがん専門医療人養成に重点を置くコース�
　地域医療機関との連携等により、地域のがん医療の質向上や医師等の確保など、地域がん医療に貢
献する優れたがん専門医療人の養成を主目的とするコース。	
【取組例】医師等不足地域での研修、がん在宅医療研修、地域医療人の生涯教育、地域の休業中医師
・看護師等の復帰教育、地域に定着するための教育上の工夫、　などを導入したコース	

①がん研究者養成に重点を置くコース�
　将来、がんに関する新たな診断・治療法や看護法、医薬品・医療機器の開発研究等を担う、高度な研
究能力を有するがん研究者の養成を主目的とするコース。	
【取組例】海外の機関との国際連携教育、MD-Ph.Dコースによる学部・大学院一貫がん教育、製薬企業
や理工系大学院等との連携教育、などを導入したコース	連携・

補完	

連携・補完	

平成２７年度予定額　１６億円 
（平成２６年度予算額　１９億円）	

対応策�

課  題�

成  果�
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　札幌医科大学�
北海道大学、旭川医科大学、	

北海道医療大学	

慶應義塾大学�
国際医療福祉大学、東海大学、	
東京歯科大学、首都大学東京	
聖路加看護大学、北里大学、	

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学、山梨大学、	
信州大学	

名古屋大学�
岐阜大学、浜松医科大学、	

名古屋市立大学、愛知医科大学、	
藤田保健衛生大学、名城大学	

大阪大学�
京都府立医科大学、大阪薬科大学、	

兵庫県立大学、神戸薬科大学、	
奈良県立医科大学、和歌山県立医科大学	

岡山大学�
　川崎医科大学、広島大学、	

山口大学、徳島大学、	
徳島文理大学、香川大学、	

愛媛大学、高知大学、	
高知県立大学	

東北大学�
山形大学、福島県立医科大学、	

新潟大学	

　東京女子医科大学�
杏林大学、帝京大学、	

駒澤大学	

　東京医科歯科大学�
弘前大学、秋田大学、東京医科大学、	

東京工業大学、東京薬科大学	

東京大学�
自治医科大学、東邦大学、	

横浜市立大学	

京都大学�
三重大学、滋賀医科大学、	

京都薬科大学、	
大阪医科大学	

　順天堂大学�
岩手医科大学、東京理科大学、	

明治薬科大学、立教大学、	
鳥取大学、島根大学	

九州大学�
久留米大学、産業医科大学、	
福岡大学、福岡県立大学、	

佐賀大学、長崎大学、熊本大学、
大分大学、宮崎大学、	

鹿児島大学、琉球大学	

筑波大学�
　茨城県立医療大学、獨協医科大
学、群馬大学、群馬県立県民健康
科学大学、埼玉医科大学、千葉大

学、日本医科大学	

金沢大学�
富山大学、金沢医科大学、	

石川県立看護大学、福井大学	

がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン拠点マップ（15拠点）�

近畿大学�
大阪市立大学、大阪府立大学、	

関西医科大学、神戸大学、	
兵庫医科大学、神戸市看護大学	

【参加大学数】 
　H25年度　100大学	
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我が国が抱える�
医療現場の諸課題�

課題解決型高度医療人材養成プログラム�
平成２７年度予定額：8億円（平成２６年度予算額：10億円）�

高度な教育力・技術力を有する大学が核となって、我が国が抱える医療現場の諸課題等に対して、科学的根拠に基づいた医療が�
提供でき、健康長寿社会の実現に寄与できる優れた医療人材の養成を推進する。�

背景�
課題�

取組�

高度医療専門人材の輩出、我が国が抱える医療課題の解決、健康立国・健康長寿社会の実現�成果�

高度医療専門人材の不足�
・病院基盤部門を担う医療安全・感染制御領域等の専門人材養成と
体制充実�

社会から求められる多様な医療ﾆｰｽﾞの増加�
・難治性疾患領域や高難度手術（移植医療等）領域等を担う専門人材
養成�

高齢化に伴う歯科医療ニーズの変化�
・口腔疾患と全身疾患の関わりに関する領域を担う高度な歯科医師の
養成�

概要�

◇健康長寿社会を実現するための疾患克服が課題　◇人口減少・少子化の進行�

横断的な診療力とﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ力の�
両方を兼ね備えた医師養成�

特に高度な知識・技能が必要と�
される分野の医師養成	

健康長寿社会の実現に貢献する�
歯科医療人養成�

臨床での教育指導者養成と大学�
教員・教育指導者の人材交流�

地域医療にも貢献できるﾒﾃﾞｨｶﾙ�
ｽﾀｯﾌの養成�

チーム医療の推進�
・チーム医療推進のための専門性の強化と役割の拡大に応える�
ため、学生・医療人の実践能力の強化等�

教育と臨床の連携強化�
・学生・医療人の実践能力を強化するため、教育と臨床が連携し、�
卒前・卒後の学生・医療人の教育指導体制の構築等�

地域医療連携の推進�
・地域医療連携にかかわる業務に精通し、学生・医療者に地域医療連携�
の視点や実践を教育できる教育指導者の養成等�

医師・歯科医師� 看護師・薬剤師等のﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾀｯﾌ�

卒前・卒後の継続的な教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ�
開発と教育指導体制の構築�

　　【取組１】医師・歯科医師を対象とした教育プログラム　　　　　　14件×40,000千円� 【取組２】看護師・薬剤師等を対象とした教育プログラム　12件×20,000千円�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�

対象職種：看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、�
診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、歯科衛生士、歯科技工士�
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【申請件数：99件・選定件数：14件】�

【名古屋⼤大学】�
明⽇日の医療療の質向上をリードする医
師養成�

【新潟⼤大学】�
発災〜～復復興まで⽀支援する災害医療療⼈人材の養成�

【東京医科⻭歯科⼤大学】�
PDCA医療療クオリティマネージャー養成�

【慶応義塾⼤大学】�
(東京医科・岩⼿手医科⼤大学)�
領領域横断的内視鏡⼿手術エキスパート育成事業�

【⾦金金沢⼤大学】�
(富⼭山・福井・⾦金金沢医科⼤大学)�
北北陸陸認知症プロフェッショナル医養成プラン�

【京都⼤大学】�
京⼤大で臨臨床研究⼒力力/医学教育⼒力力を強化する!�

【熊本⼤大学】�
(⻑⾧長崎・岡⼭山・⾦金金沢・新潟・千葉葉・京都⼤大学)�
国内初の、肝臓移植を担う⾼高度度医療療⼈人養成�

【琉琉球⼤大学】�
臨臨床研究マネジメント⼈人材育成�

【近畿⼤大学】�
(京都・⼤大阪市⽴立立・関⻄西医科・旭川医科⼤大学)�
災害医療療のメディカルディレクター養成�

【信州⼤大学】�
(札幌医科・千葉葉・東京⼥女女⼦子医科・�
  京都・⿃鳥取⼤大学）�
難病克服!次世代のスーパードクターの育成�

課題解決型⾼高度度医療療⼈人材養成プログラム取組拠点【医師・⻭歯科医師】�

【筑波⼤大学】�
(東京医科⻭歯科⼤大学)�
ITを活⽤用した⼩小児周産期の⾼高度度医療療⼈人養成�

【岡⼭山⼤大学】�
(北北海道・⾦金金沢・⼤大阪・九州・⻑⾧長崎・⿅鹿鹿児島・岩⼿手
医科・昭和・⽇日本・兵庫医科⼤大学)�
健康⻑⾧長寿社会を担う⻭歯科医学教育改⾰革�

【⿃鳥取⼤大学】�
(秋⽥田・⼭山形・⼤大阪市⽴立立⼤大学)�
重症児の在宅宅⽀支援を担う医師等養成�

【東京医科⻭歯科⼤大学】�
(東北北・新潟・東京⻭歯科・⽇日本⻭歯科⼤大学)�
健康⻑⾧長寿を育む⻭歯学教育コンソーシアム�

■：国⽴立立⼤大学�
■：公⽴立立⼤大学�
■：私⽴立立⼤大学�
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4 

課題解決型⾼高度度医療療⼈人材養成プログラム取組拠点【看護師・薬剤師等メディカルスタッフ】�

【信州⼤大学】�
実践⼒力力ある在宅宅療療養⽀支援リー
ダー育成事業�

【⿅鹿鹿児島⼤大学】�
地域での暮らしを最期まで⽀支
える⼈人材養成�

【⼤大阪⼤大学】�
地域チーム医療療を担う薬剤師養
成プログラム�

【⼭山形県⽴立立保健医療療⼤大学】�
⼭山形発・地元ナース養成プログラム�

【⼤大阪府⽴立立⼤大学】�
在宅宅ケアを⽀支えるリハビリ専
⾨門職の養成�

【筑波⼤大学】�
(茨城県⽴立立医療療⼤大学)�
多職種連携医療療専⾨門職養成プログラム�

【⻑⾧長崎⼤大学】�
⾼高度度リハビリテーション専
⾨門職の養成�

【九州⼤大学】�
実践能⼒力力強化型チーム医療療加
速プログラム�

【東京医科⻭歯科⼤大学】�
（広島⼤大学・九州⻭歯科⼤大学）�
健康寿命に貢献する実戦的チーム医療療⼈人育成�

【群⾺馬⼤大学】�
群⾺馬⼀一丸で育てる地域完結型看
護リーダー�

【昭和⼤大学】�
⼤大学と地域で育てるホームファーマシスト�

【東邦⼤大学】�
都市部の超⾼高齢社会に挑む看護師養
成事業�

【申請件数：136件・選定件数：12件】� ■：国⽴立立⼤大学�
■：公⽴立立⼤大学�
■：私⽴立立⼤大学�
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課題解決型⾼高度度医療療⼈人材養成プログラム 　取組拠点の選定について 　�

【課題解決型高度医療人材養成推進委員会　委員名簿】	 ◎は委員長	

辻　哲夫　　　　　 東京大学高齢社会総合研究機構特任教授	
中島　信也　　　　公益社団法人日本歯科医師会常務理事	
永田　泰造　　　　公益社団法人日本薬剤師会常務理事	

半田　一登　　　　チーム医療推進協議会代表	
　　　　　　　　　　　公益社団法人理学療法士協会会長	

山口　育子　　　　ＮＰＯ法人ささえあい医療人権センターＣＯＭＬ　　　　　	
　　　　　　　　　　　理事長	

　　（五十音順　敬称略　計１１名）	

江藤　一洋　　　　社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構	
　　　　　　　　　　　副理事長	
大島　伸一　　　　独立行政法人国立長寿医療研究センター名誉総長	

川本　利恵子　　 公益社団法人日本看護協会常任理事	
熊谷　和正         公益社団法人全国老人福祉施設協議会	

                        副会長・業務執行理事	
小森　貴            公益社団法人日本医師会常任理事	
武田　純三　　　　独立行政法人国立病院機構東京医療センター病院長	

◎

「課題解決型高度医療人材養成推進委員会」所見	 平成２６年７月２３日	

Ø  このたび、本委員会は「課題解決型高度医療人材養成プログラム」について、本年６月に申請のあった２３５件の事業のうち、事業の構想（事業の全
体構想、教育プログラム・コースの優秀性）及び事業の実現可能性（事業の運営体制、事業継続・普及に関する構想）等について審査を行い、特に優
れた２６件（医師･歯科医師を対象とした取組１４件、看護師・薬剤師等のメディカルスタッフを対象とした取組１２件）の取組を選定しました。選定に当

たって、本委員会が特に重視した点は、大学・大学病院が、これからの時代に応じた医療人材の養成に取り組む事業であるかという点です。大学・大
学病院の役割は、これまでの高度な医療人材の養成とともに、地域の医療機関等と緊密な連携を図りながら、超高齢社会に対応できる新たな教育･

実践の取組を展開していくことが重要であると考えています。これは、医療関係職種の養成課程を置く全ての大学に共通する今後の課題ですので、
各大学においては、自大学の教育理念・ミッションや今後の人材育成のあるべき姿について、今一度学内で議論していただきたいと思います。	

Ø  今回、優れた事業や特色ある事業でありながら、残念ながら選定にいたらなかった事業が多数ありました。選定されなかった各大学においては、本
委員会から、申請いただいた事業に対する所見をお伝えしますので参考にしていただくとともに、今後も地域・社会からの高いニーズに応えるべく、本
事業の趣旨も生かした特色ある人材育成に取り組んでいただくことを強く期待しています	

Ø 　上記を踏まえた上で、選定された各大学に対して、以下のことを要望します。	

　①　事業期間中は、ＰＤＣＡサイクルによる工程管理を行った上で、全国の模範となるよう体系的な教育プログラムを展開すること。その際、	  
　　　 履修する学生や医療従事者等のキャリアパス形成につながる取組や体制を構築すること。	  
　②　事業の実施に当たっては、学長・学部長等のリーダーシップのもと、責任体制を明確にした上で、全学的な実施体制で行うこと。また、　	  
　　　 地域医療の充実やチーム医療の推進の観点からも、学外の有識者にも積極的に参画いただき、事業の構想を実現できる体 制を構築	  
　　　 すること。	  
　③　事業期間終了後も各大学において事業を継続することを念頭に、具体的な事業継続の方針･考え方について検討すること。また、多く	  
　　　 の大学に自らの教育改革を進める議論に活用してもらうため、選定大学が開発・実践する教育プログラムから得られる成果等を、可能	  
　　　 な限り可視化した上で、地域や社会に対して分かりやすく情報発信すること。	  
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基礎・臨床を両輪とした医学教育改革によるグローバルな医師養成	

【医学・医療の高度化の基盤を担う基礎研究医の養成】 
 

・医学生の研究マインドをシームレスに大学院につなげる教育プログ
ラムなど、魅力ある基礎研究医養成プログラムを実施	

平成２７年度予定額　２．３億円（平成２６年度予算額　２．９億円）	

卒後臨床研修	医学部	 大学院博士課程	

＜通常の学年進行＞	

D１	 D２	 D３	 D４	２	 １	 ２	

▲	
医師国家試験	

６	１	 ３	 ４	 ５	

323269

453

676 680
593 610

1,777

2,449

3,015

2,679
2,558 2,612

250 263 298 354288
404397390

338316230

36.7%
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基礎系(M D) 基礎系（非M D） 臨床系(M D)

臨床系（非M D) 基礎系におけるM Dの割合

人 医学系大学院（博士課程（４年制）入学者数の推移	

（文部科学省調べ）	

第４回 今後の医学部入学定員の在り方等に関する検討会資料	

 課題１　基礎医学の衰退	
	

・基礎系に進学する医師（基礎系MD）は極めて少なく、基礎医学は崩壊の
危機。　（MD:医師免許を持つ者）	
 

＜魅力ある教育プログラムの例＞	
	

　・学部段階から基礎研究への動機付け教育を実施	
　・卒後臨床研修と大学院を両立することにより、研究の空白期間

を作らない。	

卒後臨床研修	医学部	

大学院博士課程	

D１	 D２	 D３	 D４	

２	 １	 ２	

研究への動機付け	

６	１	 ３	 ４	 ５	

【医学・歯学教育認証制度等の実施】 
 

・国際標準を満たした医学・歯学教育認証制度等の実施に向けた検
討を行う。	
 

【グローバルな医学教育認証に対応した診療参加型臨床実習
の充実】 
 

・国際標準を満たした医学教育認証に対応した診療参加型臨床実習
の充実を図る。	
	

＜取組例＞	
・研修医を活用した屋根瓦方式による実習指導システム構築	
・総合診療能力を身に付けるための実習プログラムの実施	
・臨床能力評価のための実技試験（ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｵｽｷｰ）の実施	

課題２　診療参加型臨床実習時間・内容の不足	
	

・欧米先進国に比べ、日本の医学部の臨床実習は時間数・内容ともに不
十分	
（米国カリフォルニア州等では医師免許登録の要件に７２週以上、日本で７
２週以上実施している大学は７９大学中２大学のみ）	
	

・韓国は2009年から医師国家試験に臨床実技試験を導入し、台湾は2011
年から公式トライアルを実施しているが、日本では導入されていない。	
 

課題３　医学の分野別評価で海外に遅れ	
	

・韓国や豪州等、他の先進国では、既に医学の分野別評価を導入している
が、日本はまだない。	
	

・グローバルスタンダードで認証された日本の医学部はない。	

課　題	 対　応　策	 成 果	

研究の空白期間	

優
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（A）医学・医療の高度化の基盤を担う基礎研究医の養成�
　　　【１０大学】�

No	 大学名	 プログラム名称	

1	 東北大学	 世界で競い合うMD研究者育成プログラム	

2	 群馬大学	 卒前・卒後一貫MD-PhDコース	

3	 東京医科歯科大学	 シームレスな次世代研究者養成プログラム	

4	 山梨大学	 リエゾンアカデミー研究医養成プログラム	

5	 滋賀医科大学	 産学協働支援による学生主体の研究医養成	

6	 神戸大学	 基礎・臨床融合による基礎医学研究医の養成	

7	 愛媛大学	 医学科大学院からの基礎研究医養成コース	

8	 熊本大学	 柴三郎プログラム：熊本発　基礎研究医養成	

9	 札幌医科大学	 死後画像診断力のある死因究明医養成プラン	

10	 順天堂大学	 基礎研究医養成のための順天堂型教育改革	

基礎・臨床を両輪とした医学教育改革によるグローバルな医師養成（選定大学一覧）�

No.	   大学名	 プログラム名称	

1	   筑波大学	 高い実践力を育む大学－地域循環型臨床実習	

2	   信州大学	 １５０通りの選択肢からなる参加型臨床実習	

3	   京都大学	 国際交流を拡充したタスク基盤型の臨床実習	

4	   岡山大学	 脱ガラパゴス！－医学教育リノベーション－	

5	   琉球大学	 グローバル＆ローカル対応琉大ポリクリ方式	

6	   札幌医科大学	 地域拠点と連携によるICT連動型臨床実習	

7	   京都府立医科大学	 診療参加型臨床実習の質保証システムの確立	

8	   自治医科大学	 国際的な地域医療教育の構築	

9	   東京慈恵会医科大学	 参加型臨床実習のための系統的教育の構築	

10	   東京女子医科大学	 国際基準評価で質保証される実践臨床実習	

（B)グローバルな医学教育認証に対応した�
　　　診療参加型臨床実習の充実【１０大学】�

（C）医学・歯学教育認証制度の基盤構築【医学分野１大学、歯学分野１大学】�

No.	 分野　	 大学名	 連携大学名	 プログラム名称	

1	 医学	 東京医科歯科大学	
千葉大学、東京大学、新潟大学、東京慈恵会
医科大学、東京女子医科大学	

国際基準に対応した医学教育認証制度の確立	

2	 歯学	 東京医科歯科大学	
新潟大学、九州歯科大学、東京歯科大学、大
阪歯科大学	

歯学教育認証制度等の実施に関する調査研究	 21 

背景・課題�

大学における医療人養成の在り方に関する調査研究�
平成２７年度予定額　１億円（新規）	

 
 

取組内容�

　２０２５年には３人に１人が６５歳以上、５人に１人が７５歳以上
となり、現在の我が国の医療・介護サービスの提供体制では十
分に対応できないことが見込まれている。	

　このため、社会保障制度改革国民会議報告書（H25.8）等にお
いて、高度急性期から在宅医療・介護までの一連のサービスを

地域で総合的に確保し、住み慣れた地域での継続的な生活を
可能とすることが必要とされている。	

　我が国における今後の社会・経済構造の変化に伴う保健医療分
野のニーズに対応するため、大学及び大学院における医療人養
成の在り方について検討するための調査・研究を実施。	

	
　医師、歯科医師、その他の医療関係職種について、将来の医療

提供体制の構築に向けて、大学・大学院において、今後どのよう
な医療人養成を行っていくべきか検討するための調査・研究を行う。	
　具体的には、次期モデル・コア・カリキュラムの改訂に向けて、現

状の分析や海外の動向について、調査・研究を実施する。	
（主な調査研究テーマ）	

・医学教育モデル・コア・カリキュラム等の次期改訂に向けた調　　　	
　査・研究	
・医学系大学院における教育研究の実態に関する調査・研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　	

　（内訳@20,000千円　×　６テーマ）	
	
	

	

　これらを実現するため、本年６月に医療法、介護保険法等が改正
され、医療・介護の連携強化、地域医療支援センターによる地域の
医師確保支援、メディカルスタッフの業務実施体制の見直し等に取り
組むこととされた。	

 
 

成　果�

○　文部科学省の協力者会議等において、調査・研究の成果を　	
　踏まえて、モデル・コア・カリキュラムを改訂。	
○　効率的かつ質の高い医療提供体制の構築に貢献できる医療　　	

　人の養成	
○医療の進歩に貢献できる研究者、高度専門医療人材の養成	

2012年８月	 2015年	 2025年	

65歳以上人口	

（割合）	

3,058万人	

（24.0%）	

3,395万人	

（26.8%）	

3,657万人	

（30.3%）	

75歳以上人口	

（割合）	

1,511万人	

（11.8%）	

1,646万人	

（13.0%）	

2,179万人	

（18.1%）	

　これまで医学・歯学教育については、平成１３年に学生が卒業時までに
身に付けておくべき必須の実践的能力の到達目標を定めたモデル・コア・
カリキュラムを策定し、各国公私立大学においてこれを踏まえた教育が実
施されているが、これまでにも社会状況の変化等に対応して、改訂を行っ
てきたところ。	
　・医学教育・歯学教育モデル・コア・カリキュラム（H13.3策定）　	
　・薬学教育モデル・コア・カリキュラム（H14.8策定）	

★医療を取り巻く状況	

★医学教育等の現状	
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３．臨床研究をめぐる諸状況について�
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平成24年　ノバルティスファーマ(株)販売の降圧剤バルサルタンに係る臨床研究が社会問題化	

○高血圧症治療薬の臨床研究事案を踏まえた対応及び再発防止策について　（報告書）　 
　　　平成２６年４月１１日　高血圧症治療薬の臨床研究事案に関する検討委員会（厚生労働省）	

○研究における不正行為・研究費の不正使用に関するタスクフォース中間取りまとめ　　　 
　　　平成２５年９月２６日　研究における不正行為・研究費の不正使用に関するタスクフォース（文部科学省）	

○「臨床研究に係る制度の在り方に関する検討会」（厚生労働省医政局研究開発振興課）	
　　　　平成２６年１２月１１日　臨床研究に係る制度の在り方に関する報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	

○人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 
　　　 平成２６年１２月２２日　文部科学省・厚生労働省告示第３号　　※平成２７年４月から運用を開始	

○研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）の改正　　　 
　　　平成２６年２月１８日  文部科学大臣決定    ※平成２６年４月から運用を開始	

○新たな「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」 
　　　平成２６年８月２６日  文部科学大臣決定　　※平成２７年４月から運用を開始 
　　　	

臨床研究をめぐる諸状況①�
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○製薬企業による臨床研究支援の在り方に関する基本的考え方　 
　　　平成２６年４月２２日　日本製薬工業協会	

○企業等からの資金提供状況の公表に関するガイドライン 
　　　平成２６年６月１２日　国立大学附属病院長会議 
　　　平成２６年９月１７日　一部改定 
　　　平成２６年１１月　   　平成２６年度分のうち公表可能なデータを 
　　　　　　　　　　　　　　　    各大学病院のHPにて公表	

臨床研究をめぐる諸状況②�
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○　その他の重要課題	  
	

　(1)　薬事法に基づく対応の必要性	  

　(2)　学会ガイドラインについて	

　(3)　今回の事案による医療保険財政への影響	

	  

○　今後の対応と再発防止策	  
	  

・法制度に係る検討について本年秋までを目処に進める	  
	  

・「臨床研究に関する倫理指針」の見直しの一環として必要な対応を図る　　　　等　　　　	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	  

	  	  	  (1)　信頼回復のための法制度の必要性	  
　　　　本年秋を目処に法制度に係る検討について進めるべき	  
	  

	  	  	  (2)　臨床研究の質の確保と被験者保護	  
① 倫理審査委員会の機能強化と審査の透明性確保	  
② 研究責任者の責務の明確化と教育・研修の徹底	  
③ データ改ざん防止体制の構築	
④ 資料の保管管理に関する体制・ルールの整備	  

高血圧症治療薬の臨床研究事案を踏まえた対応及び再発防止策について　（報告書）　概要 	

○　事案の背景と問題の所在	
　(1)　医学的研究課題の解明に向けられたものとは言えない臨床研究であり、被験者保護の観点から問題	
　(2)　実態として、一個人というよりノバルティス社として今回の事案に関与	
　(3)　大学及びノバルティス社双方における利益相反管理上の問題	  
　(4)　データ操作に関わっていないことの説明責任をノバルティス社及び大学関係者の双方が十分果たしていない	  
　　　我が国の医学界に対する信頼性が大きく低下したことに対する責任は、双方で負うべき	  
　(5)　臨床研究の実施責任者・倫理審査会の不十分な対応、また、資料廃棄により検証が不能	

　	 

 (3)　 研究支援に係る製薬企業の透明性確保及び管理	

　　　 体制並びに製薬企業のガバナンス等	
①  研究機関と製薬企業間の透明性確保 
②  製薬企業のガバナンスの徹底 

 (4)　非常勤講師の委嘱のあり方 

 (5)　主な臨床研究実施機関による自主点検の結果　 

 (4)　 その他 
①  臨床研究倫理指針に関する研究機関の自己点検 
②  事案発生時の研究機関による迅速かつ適切な調査 
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平成２６年４月１１日	 
高血圧症治療薬の臨床研究事案に関する検討委員会	 

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針　概要①�

 
○人を対象とする医学系研究については、「疫学研究に関する倫理指針」（平成19年文部科学省・厚生労働省告示第1号）及び「

臨床研究に関する倫理指針」（平成20年厚生労働省告示第415号）により、その適正な実施を図ってきたところ。 
○近年の研究の多様化に伴い、両指針の適用関係が不明確になってきたことや、研究をめぐる不正事案が発生したこと等を踏

まえて見直しの検討を行い、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」（平成26年文部科学省・厚生労働省告示第3号）
として両指針を統合。 

	

平成２６年１２月２２日	

4 

　　　　　　　　　前文  第５章　インフォームド・コンセント等 
　　　　　　　　　第１章　総則  第６章　個人情報等	
　　　　　　　　　第２章　研究者等の責務等  第７章　重篤な有害事象への対応	
　　　　　　　　　第３章　研究計画書  第８章　研究の信頼性確保	
　　　　　　　　　第４章　倫理審査委員会  第９章　その他	

（１） 研究機関の長及び研究責任者等の責務に関する規定（第２章関係）	
　　　研究機関の長へ研究に対する総括的な監督義務を課すとともに、研究責任者の責務を明確化。	
　　　研究者への教育・研修の規定を充実。 
　	
（２） いわゆるバンク・アーカイブに関する規定（第１章、第３章関係）	
　　   試料・情報を収集し、他の研究機関に反復継続して研究用に提供する機関について、「試料・情報の収集･分譲を行う機関」と     
      して位置付け、本指針を適用。 
 
（３） 研究に関する登録・公表に関する規定（第３章関係） 
　　  研究責任者は、介入を行う研究を実施する場合には、本指針の規定により、あらかじめ当該研究の概要を公開データベースに 
     登録するとともに、研究計画書の変更及び研究の進捗に応じて適宜登録内容を更新し、研究を終了したときは、遅滞なく当該研   
     究の結果を登録しなければならない。 
 
（４） 倫理審査委員会の機能強化と審査の透明性確保に関する規定（第４章関係） 
　　  委員構成、成立要件、教育・研修の規定、倫理審査委員会の情報公開に関する規定を充実。 
 
 

指針の構成 

趣旨 

主な内容 

27 

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針　概要②�

4 

（５） インフォームド・コンセント等に関する規定（第５章関係）	
　 　 研究対象者に生じる負担・リスクに応じて、文書又は口頭による説明・同意等、インフォームド・コンセントの手続を整理。	
　 　 未成年者等を研究対象者とする場合、親権者等のインフォームド･コンセントに加えて、研究対象者本人にも理解力に応じた  
     分かりやすい説明を行い、研究についての賛意(インフォームド・アセント)を得るよう努めること。 
 
（６） 個人情報等に関する規定（第６章関係）	
　　  特定の個人を識別することができる死者の情報について、研究者等及び研究機関の長の責務規定を充実。	
　 　 研究対象者の個人情報に限らず、研究の実施に伴って取得される個人情報等を広く対象とする。	
　　　 
（７） 利益相反の管理に関する規定（第８章関係）	
　　  研究責任者や研究者がとるべき措置を明確化。	
 
（８） 研究に関する試料・情報等の保管に関する規定（第８章関係）	
　　  侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴い、介入を行う研究に係る情報等は、研究終了後５年又は結果の最終公表後３年のいずれか 
     遅い日までの保管を新たに求める。	
 
（９） モニタリング・監査に関する規定（第９章関係）	
　　  侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴い、介入を行う研究について、研究責任者に対し、モニタリングや必要に応じた監査の実施を 
     新たに求める。 

○　平成２７年４月１日施行。（第２０のモニタリング・監査に関する規定は、平成２７年１０月１日より施行）。	
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施行日（第９章関係） 

経過措置（第９章関係） 
○　本指針の施行の際、廃止前の疫学研究に関する倫理指針又は臨床研究に関する倫理指針の規定により実施中の研究につい

ては従前の例によることができる。 
○　本指針の施行前においても、廃止前の疫学研究に関する倫理指針又は臨床研究に関する倫理指針の規定により実施中の研

究について、本指針の規定により研究を実施、又は倫理審査委員会を運営することを妨げない。	

３． 具体的な規制や対策の内容について　　　	

　　 (1)　倫理審査委員会について	
　　 (2)　臨床研究に関する情報の公開等について	
　　 (3)　臨床研究の実施基準について	

１． 法規制の必要性等について	
    ・今後の臨床研究の制度の在り方として、倫理指針の遵守を求めるだけではなく、欧米の規制を参考に一定の範囲の
臨床研	
　　　究について法規制が必要	
　　・研究者には法規制の効果について十分理解を得るとともに、臨床研究のリスクに応じた柔軟な運用を図るなど、運用
面にお	
　　　いて研究者に過度な負担を課すことがないよう配慮が必要　	
　　・法規制導入に当たっては、研究現場への影響を十分配慮し、適切なタイミングを十分検討すべき	

　臨床研究に係る制度の見直しの方向性 
（平成２６年１２月１１日　臨床研究に係る制度の在り方に関する報告書　より大学病院支援室にて作成）	

２． 法規制の範囲について	
　　・未承認又は適応外の医薬品・医療機器等を用いた臨床研究が妥当であり、また、医薬品・医療機器等の広告に用い
られる	
　　　ことが想定される臨床研究を対象とすることも求められる	

４． その他	
　　 (1)　人材育成等について	
　　　 　・医学研究科等の大学院において生物統計家を含めた臨床研究に関する専門性の高い人材育成を一層推進し、臨床研	
　　　　  究に関する教育機会を充実すること	
　　　　 ・倫理審査委員会における研究倫理を含めた臨床研究に関する専門家の研修機会確保や、一般の方が倫理審査委

員会　	
　　　　　に参加するために必要な知識等を学ぶために必要な機会の確保	
　　　 　・生物統計に関する教育機会の充実を図ることや、臨床研究の必要性、被験者保護、研究不正に対する考え方等に

ついて	
　　　　　教育機会を一層充実させること	

　 　(2)　医療用医薬品の広告の適正化について	

 (4)　有害事象発生時の対応について	
 (5)  行政当局による監視指導及び研究者等へのペナルティーについて　　　　	
 (6)　製薬企業等の透明性確保について 	
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6 

研究における不正行為・研究費の不正使用に関するタスクフォース　中間取りまとめ（概要）�

○研究不正は研究活動に対する信認を失墜させ、科学技術・学術の健全な発展を阻害	 
○研究不正には、研究における「不正行為」と研究費の「不正使用」の２つがあり、それぞれへの対応を図ってきているが、不正
事案は後を絶たない状況	 

副大臣を座長とするタスクフォースを設置し、これまでの対応の総括を行うとともに、今後の対応策を検討	 

	 
○倫理教育の強化	 
　☆倫理教育プログラムの開発（日本学術会議等と連携）	 

　☆競争的資金制度における倫理教育の義務づけ	 
　☆倫理教育に関する国の体制の強化	 

○不正事案の公開	 
　☆不正事案の公開（一覧化して公開）	 

　□不正行為に関する調査結果の国への報告	 

○不正を抑止する環境の整備	 
　□一定期間の研究データの保存・公開(事後的な検証可能性の確保)	 
　◇不正使用に関する機動的な調査の実施	 

　◇ソフトウェア開発などの特殊な役務に関する検収の導入	 
　◇機関におけるリスクアプローチ監査の導入	 
　◇取引業者に対する誓約書提出の義務づけ	 

　◇取引業者が過去の不正取引を自己申告しやすくするための環境の	 
	 	 	 	 醸成	 

不正を事前に防止する取組	
	 
○組織としての責任体制の確立	 
　☆倫理教育責任者の設置	 

　◇研究費の管理・執行責任者の設置	 
　☆組織における規程の整備・公表	 

○不正事案に関する管理責任の追及	 
　☆不正調査の期限設定（正当な理由なく遅れた場合は研究費

執行の一部見合わせ等の措置）	 
　☆組織に対する措置の発動（間接経費の削減等）	 

組織の管理責任の明確化	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
○国の監視機能の強化と充実	 
　☆規程・体制の整備状況の調査	 
　□不正行為に関する調査結果の国への報告	 

　◇研究費の管理・監査体制に関するモニタリング強化	 
　☆調査等への第三者的な視点の導入（国等の体制強化を図り、

将来的には研究不正の監視や各機関の対応の支援等を行う

公的組織の設置も検討）	 

○国による組織の不正防止対策への支援	 
　☆倫理教育や規程整備等への支援	 
　☆調査研究の実施	 

　☆研究コミュニティにおける閉鎖性・内向き指向の打破	 
　☆組織改革への働きかけ	 

国による監視と支援	

☆：共通事項	 
□：不正行為	 
◇：不正使用	 

国として、研究者の所属する組織が、研究不正に関して既に規定されているガイドライン等を遵守するよう促すことを前提とした上で、
基本方針として３つの柱に整理	 

今後は、これらの取組の詳細を検討
するとともに、関係府省にも働きかけ	

文部科学省	
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研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)の改正の概要等について�

Ⅱ．改正の概要  

l 研究者及び事務職員等の意識の浸透を図るため、

コンプライアンス教育の受講義務化と受講管理(誓

約書の徴取を含む)の徹底	
　	
l 研究者個人への抑止等の観点から、不正事案の氏

名を含む調査結果の公表の徹底	

l 不正を抑止するための環境の整備を促進するため、	

•  特殊な役務(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発等)に関する検収の実施

と具体的方法等を提示	

•  不正リスクに対する抜き打ちなどを含めた重点的な

リスクアプロｰチ監査の実施	

•  取引業者に対する誓約書の徴取、過去の不正取

引の自己申告に対する減免措置等も含めた癒着

防止のための対策の周知徹底	

	

	

	

	

	

①不正を事前に防止するための取組�

　	
l 　平成25年9月の「研究における不正行為・研究費の不正使用に関するタスクフォース」※１中間取りまとめの基本方針である	

　　　①不正を事前に防止するための取組、	

　　　②組織としての管理責任の明確化、	

　　　③国による監視と支援	

　　や、昨今の研究不正の発生要因も考慮した、現行ガイドラインの具体化・明確化を含めた改正※２を行った。	
　　 ※１　平成25年8月文部科学副大臣の下に設置	

      ※２　改正に当たっては、研究振興局の「公的研究費の適正な管理に関する有識者会議」でも議論	

l 内部統制の強化を図るため、コンプライアンス教育の受講管理、

競争的資金等の管理・執行のモニタリング・改善指導の役割を

担う｢コンプライアンス推進責任者」を設置	

l 責任者の管理監督責任・役割等の明確化のため、懲戒規程を含

む内部規程へのこれらの位置付け・整備を促進し、諸規程の積

極的な情報発信を要請	

l 迅速な全容解明のため、	

•  不正調査の期限（原則210日以内）設定	

•  調査報告遅延による研究者個人への研究費執行停止等及び

機関への当該競争的資金に係る間接経費の削減措置（最大

10%）の導入	

l 機関の管理責任の下、体制整備を促進するため、	

 ①管理条件の付与*/管理条件の履行が認められない場合、②競	

　争的資金制度の間接経費の削減（最大15%）、③配分停止 等の 	

  段階的な措置導入	

②組織の管理責任の明確化�

※管理理条件・・・機関に対する体制整備の改善事項及びその履履⾏行行期限を⽰示した資⾦金金交付継続の条件�

Ⅰ．改正の趣旨  平成２６年２月１８日 決定	
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l 国の機関に対する監視・情報発信機能を高めるため、	

•  機関への調査・モニタリング機能の多様化・強化	

　　(①履行状況調査、②機動調査、③フォローアップ調査、　	

　　 ④特別調査の導入)	

•  機関の実効性ある取組事例も含めた、調査結果の公表

等による情報発信の強化	

l 機関の不正防止対策を支援するため、調査報告書ひな

形、内部規程に盛り込むべき具体的事項、自己点検

チェックシート等を提示	

	

③国による監視と支援�

l 発注・検収、出張、非常勤雇用管理等、内部監査方法等を

明示	

　（例）非常勤雇用者の雇用管理が研究室任せにならないよう、	

　　　　事務部門が定期的に面談、出勤簿・勤務内容の確認等	

　　　　を実施　など	
	
l 近年の研究不正に見られるリスク・対策を明示	

　(例)第三者チェックをすり抜ける取引業者による持ち帰りや	

　　　　反復使用 　など	

	

④現行基準の具体化・明確化�

Ⅲ．運用開始時期 

改正ガイドラインは平成２６年度から運用開始し、間接経費の削減等の措置については、平成２６年度当初予算以降(継続

も含む)における競争的資金制度を対象とする。　　　　　　　　　	
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赤字：新たなガイドラインで規定 
黒字：従来のガイドライン規定を踏襲	

　新たな「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」概要�

○文部科学省では、これまで「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて」（平成18年８月  科学技術・学術審議会  研究活動の不正行為に関する特別委�
      員会）を踏まえて、大学等の研究機関に対して必要な対応を実施。�
　�

○しかしながら、研究活動における不正行為の事案が後を絶たないことから、「研究における不正行為・研究費の不正使用に関するタスクフォース」のとりまとめ（平�
      成25年９月）、及び「「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」の見直し・運用改善等に関する協力者会議」の審議のまとめ（平成26年２月）等を踏まえ、ガイ      �
      ドラインを見直し。�

背　　景�

◆　文部科学大臣決定として、新たなガイドラインを策定。�

◆　従来、研究活動における不正行為への対応が研究者個人の責任に委ねられている�

　　側面が強かったことを踏まえ、今後は、大学等の研究機関が責任を持って不正行為の�

　　防止に関わることにより、対応を強化�

見直しの基本的方向�

新ガイドライン�

第１節　研究活動の不正行為に関する基本的考え方	
【不正行為に対する基本姿勢】	
  ●研究活動における不正行為は、研究活動とその成果発表の本質に反するものであり、科学そのものに対する背信行為。個々の研究者は�

      もとより、大学等の研究機関は、不正行為に対して厳しい姿勢で臨む必要。�

【研究者、科学コミュニティ等の自律・自己規律】	
  ●不正に対する対応は、まずは研究者自らの規律、及び科学コミュニティ、大学等の研究機関の自律に基づく自浄作用としてなされなけれ�
      ばならない。　�

【大学等の研究機関の管理責任】	
  ●上記に加えて、大学等の研究機関が責任を持って不正行為の防止に関わることにより、不正行為が起こりにくい環境がつくられるよう�
　  対応の強化を図る必要。特に、組織としての責任体制の確立による管理責任の明確化、不正行為を事前に防止する取組を推進。�
　　◆共同研究における個々の研究者等の役割分担・責任の明確化�
　　◆複数の研究者による研究活動の全容を把握する立場の代表研究者が研究成果を適切に確認�

　　◆若手研究者等が自立した研究活動を遂行できるよう適切な支援助言（メンターの配置等）�
　�第２節　不正行為の事前防止のための取組	 
【不正行為を抑止する環境整備】 
１　研究倫理教育の実施による研究者倫理の向上�
  ●大学等の研究機関  ：  「研究倫理教育責任者」の配置など必要な体制整備を図り、広く研究活動にかかわる者を対象に定期的に研究倫理�

　　　　　　　　　　　教育を実施�
  ●大学  ：  学生の研究者倫理に関する規範意識を徹底していくため、学生に対する研究倫理教育の実施を推進�

  ●配分機関  ：競争的資金等により行われる研究活動に参画する全ての研究者に研究倫理教育に関するプログラムを履修させ、研究倫理教�
                                          育の受講を確実に確認�

２　大学等の研究機関における一定期間の研究データの保存・開示�

【不正事案の一覧化公開】　　　　●不正行為が行われたと確認された事案について、文部科学省にて一覧化し、公開�

平成２６年８月２６日 決定	
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第３節　研究活動における不正行為への対応（組織の管理責任の明確化）	

【対象とする不正行為（特定不正行為）】	
  ●捏造、改ざん、盗用（注：従来どおり）�

【大学等の研究機関、配分機関における規程・体制の整備及び公表】	
  ●研究活動における特定不正行為の疑惑が生じたときの調査手続や方法等に関する規程等を整備し、公表�
　　◆不正行為に対応するための責任者の明確化、責任者の役割や責任の範囲を定めること�
　　◆告発者等の秘密保持の徹底、告発後の具体的な手続きの明確化　　　◆特定不正行為の調査の実施などについて、文部科学省等への報告義務化�

【特定不正行為の告発の受付、事案の調査】	
  ●特定不正行為の告発の受付から、事案の調査（予備調査、本調査、認定、不服申立て、調査結果の公表等）までの手続き・方法�
　　◆告発・相談窓口の設置・周知　※告発・相談窓口の第３者への業務委託も可能�
　　◆大学等の研究機関における調査期間の目安の設定�
　　◆調査委員会に外部有識者を半数以上入れること�

　　　（利害関係者の排除についても規定）　�

第４節　特定不正行為及び管理責任に対する措置	

第５節　文部科学省による調査と支援	

【特定不正行為に対する研究者、大学等の研究機関への措置】 
  ●特定不正行為に係る競争的資金等の返還（※）�

  ●競争的資金等への申請及び参加資格の制限（※） 
【組織としての管理責任に対する大学等の研究機関への措置】 
１　組織としての責任体制の確保�
  ●研究活動における不正行為への対応体制の整備等に不備があることが確認された場合、文部科学省が「管理条件」を付与�

  ●管理条件の履行が認められない場合、機関に対する「間接経費」を削減等の措置�

２　迅速な調査の確保�
  ●正当な理由なく特定不正行為に係る調査が遅れた場合、「間接経費」の削減措置�

【研究活動における不正行為への継続的な対応】 
  ●文部科学省に有識者による検討の場を設け、フォローアップ等を継続的に実施 
【履行状況調査の実施】 
  ●大学等の研究機関に対し、本ガイドラインを踏まえた履行状況調査を実施し公表�

　【研究倫理教育に関するプログラムの開発推進】 
  ●文部科学省は、日本学術会議や配分機関と連携し、研究倫理教育に関する標準的なプログラムや教材の作成を推進�

【大学等の研究機関における調査体制への支援】	
  ●大学等の研究機関において十分な調査を行える体制にない場合は、日本学術会議や配分機関と連携し、専門家の選定・派遣等を支援�

（※競争的資金等のみならず、運営費交付金等の基盤的経費により行われた研究活動の不正行為も対象とする。）�

○新ガイドラインの周知徹底。新ガイドラインに基づく導入準備（規程・体制整備など）：「集中改革期間」�
○新ガイドラインの適用：平成２７年４月１日�

今後の予定�

　　◆調査委員会が必要と認める場合、調査委員会の指導・監督のもと再現実験の機会を確保�
　　◆調査の専門性に関する不服申立ては、調査委員を交代・追加等して審査�
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「日本再興戦略」　-JAPAN is BACK-（平成25年6月14日）（抄）	

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/seicho_senryaku2013.html　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

【戦略市場創造プラン】 
テーマ１：国民の「健康寿命」の延伸　　 

「医療分野の研究開発に関する総合戦略」（平成26年1月22日） 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/tyousakai/pdf/houkoku.pdf  

１．総合戦略の役割　　２．医学研究の新たな展開　　３．本戦略の実現により期待される将来像 

４．医療分野の研究開発の抱える課題　　５．課題解決に向けて求められる観点　　６．新たな医療分野の研究開発体制に期待される役割 

「臨床研究・治験活性化5か年計画2012」（平成24年3月30日文部科学省・厚生労働省）	
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1319510.htm 

＜目標＞	

１．日本の国民に医療上必要な医薬品・医療機器を迅速に届ける　２．日本発のシーズによるイノベーションの進展、実用化につなげる　３．市販後の医薬品・
医療機器の組み合わせにより、最適な治療法等を見出すためのエビデンスの構築を進める	

→　日本の医療水準の向上、日本発のイノベーションを世界に発信	

臨床研究・治験の推進について（最近の動き）①�
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「健康・医療戦略」　（平成25年6月14日関係閣僚申合せ） 
　http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/senryaku/senryaku.pdf　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

１．新技術の創出（研究開発、実用化）　２．新サービスの創出（健康寿命伸長産業の創出）　３．新技術・サービスの基盤整備 

４．医療技術・サービスの国際展開　 
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「日本再興戦略」改訂2014　–未来への挑戦-（平成26年6月24日）（抄） 
　http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/honbun2JP.pdf　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

【戦略市場創造プラン】 
　テーマ１：国民の「健康寿命」の延伸　　 

健康・医療戦略推進法（平成26年5月23日成立、平成26年5月30日公布） 

独立行政法人日本医療研究開発機構法　（平成26年5月23日成立、平成26年5月30日公布） 

臨床研究・治験の推進について（最近の動き）②�
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「健康・医療戦略」（平成26年7月22日） 
　http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/suisin/ketteisiryou/dai2/siryou1.pdf 

　（１）世界最高水準の医療の提供に資する医療分野の研究開発等に関する施策　 

　（２）健康・医療に関する新産業創出及び国際展開の促進に関する施策 

　（３）健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出に関する教育の振興・人材の確保等に関する施策 

　（４）世界最先端の医療の実現のための医療・介護・健康に関するデジタル化・ICT化に関する施策 

「医療分野研究開発促進計画」（平成26年7月22日） 
　Ⅰ医療分野研究開発等施策についての基本的な方針 

　Ⅱ集中的かつ計画的に講ずべき医療分野研究開発等施策 

　Ⅲ医療分野研究開発等施策を集中的かつ計画的に推進するために必要な事項 

　　企業等からの資金提供状況の公表に関するガイドライン概要�

　　　　　　　　　　　　　　	  

ガイドライン策定の目的	

ガイドラインの対象	

公表内容及び資金受入状況等の把握方法	

◆企業・団体・個人（以下「企業等」という。）からの資金提供状況に係る透明性の確保と高い倫理性の担保　　　　　 
◆適正な産学官連携活動の推進及び利益相反問題の解決に向けて意欲的に取り組む	
◆国立大学附属病院と企業等との資金提供状況を広く社会に公表	

●受託研究・共同研究・受託事業等 
　【公表内容】それぞれの総件数及び総額 
　【把握方法】財務諸表のデータを活用 
 
●奨学寄附金・現物寄附 
　【公表内容】診療科単位で資金提供した企業等ごとに企業名
、合計件数及び合計金額を表示（当分の間、企業等名の公表
は日本製薬工業協会の会員企業のみ） 
　【把握方法】財務諸表のデータを活用 

平成26年3月に策定した「企業等からの資金提供状況の公表に関す
るガイドライン」により公表	

対　応	

内　容	

国立大学附属病院	

資金提供	

企業等	

「企業活動と医療機関等の関係の透明性
ガイドライン」により公表	

●講師謝金、原稿執筆料・監修料、コンサルティング等業務委託費 
　【公表内容】診療科単位でそれぞれの総件数及び総額 
　【把握方法】兼業の届出、贈与等報告、その他各附属病院において適
切な把握方法を設定 
 
●その他（接遇等費用） 
　【公表内容】総額 
　【把握方法】贈与等報告、その他各附属病院において適切な把握方
法を設定 

●平成26年9月～10月に、平成26年度分のうち公表可能なデータを、ガイドラインの考え方を踏まえて暫定公表。平成
26年度以降は、当該年度分を翌年度決算確定(文部科学大臣承認)後に公表。 

公表期間・公表時期	

　　■附属病院と企業等との透明性の向上	
　　■医学研究の質と研究開発の成果の促進	
　　■国民及び社会の更なる理解・信頼を獲得	

国立大学附属病院がガイドライン及び関係する各種指針等を	  
積極的かつ有効に活用	

●国立大学附属病院で活動している全職員 
●資金提供した全ての企業・団体・個人 

（国立大学附属病院長会議　策定）	

平成26年6月16日 
国立大学附属病院長会議報道資料より 
(平成26年9月17日一部改正) 
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医療の国際展開　	 医療のICT化	 

健康・医療戦略及び医療分野研究開発推進計画について	

２．健康・医療戦略（閣議決定）�

医療分野の研究開発　　	 新産業の創出	 

・　2020年頃までに10種類以

上のがん治療薬の治験開始	 

・　2020年頃までに創薬ター

ゲットの同定(10件)　　　等	 

	 

・	 2020年までに健康増

進・予防、生活支援関

連産業の市場規模を拡

大（4兆円→10兆円）	 

・	 2020年までに海外に	 

　日本の医療拠点を創設	 

（3カ所→10カ所度）　等	 

・	 2020年までに医療・	 

　介護・健康分野のデ	 

　ジタル基盤を構築　　　　	 
　　　　　　　　　等	 

　世界に先駆けて超高齢社会を迎える我が国にあっては、健康長寿社会の形成に向け、世界最先端	 
の医療技術・サービスの実現による、健康寿命の延伸が重要な課題。	 
　・　基礎から実用化までの一貫した研究開発の推進等により世界最高水準の技術を用いた医療の提供に寄与	 
　・　健康長寿社会の形成に資する産業活動の創出、海外展開の促進により、我が国経済の成長、海外における	 
　　医療の質の向上に寄与	 

	 
	 
	 

	 

○「健康・医療戦略推進法」（「健康・医療戦略推進本部」を平成26年6月10日に設置）	 

・「健康・医療戦略」と「医療分野研究開発推進計画」の作成及び実施の推進	 

　・「医療分野の研究開発関連予算等の資源配分方針」と「日本医療研究開発機構の業務運営の基本方針」の作成	 

○「独立行政法人日本医療研究開発機構法」（日本医療研究開発機構を平成27年４月１日に設立予定）	 

　・　予算を集約化し、3省で行っていた医療分野の研究開発業務を機構が一体的に実行	 

１．健康・医療関連２法が平成26年５月23日に成立�

内閣官房健康・医療戦略室作成	 

	 

	 

	 

　	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

　　	 

	 

	 

	 

	 

　	 

※医療分野の研究開発関連予算は対前年度比で大幅に増（約1,000億円→約1,400億円（調整費含む））	 

	 

	 

４．健康・医療戦略の推進体制�

	 
	 
	 

	 
	 	 

	 

	 

①医薬品創出、	 
②医療機器開発、　	 
③再生医療、	 
④オーダーメイド・
ゲノム医療、	 
⑤がん、⑥精神・神
経疾患、⑦難病、　	 

倫理社会
との協働!

　　①基礎的な研究	 　②臨床への橋渡し	

　③医療現場での	  
　　利用	

　　④効果の評価と	  
　　　新たな課題設定	

基礎研究と臨床現場の	 
間の循環を構築　　	 

	 10の基本方針	 機構に期待される機能	 	 ９つの連携	 
	 プロジェト	 

【医療分野の研究開発に係る課題】	 
・　文部科学省、厚生労働省、経済産業省が、バラバラに研究開発を実施し、基礎から切れ目なく研究開発を支	 

　援する体制が不十分。	 

・　臨床研究・治験の実施体制が不十分で新薬の創出に時間がかかる。	 

	  
	  

本 部 長 ：内閣総理大臣	  
副本部長：内閣官房長官及び健康・医療戦略担当大臣	  

  本 部 員 ：その他国務大臣	  
	

健康・医療戦略推進本部	

	  
	  

議長：健康・医療戦略担当大臣	  
副議長：健康医療戦略室長	  
構成員：関係府省局長クラス	

健
康
呍
医
療
戦
略
参
与
会
合	

健
康
呍
医
療
戦
略
推
進	  

専
門
調
査
会	

政策的助言	 専門的調査	

・基礎研究成果を実用化

につなぐ体制の構築、	 

・再生医療等の世界最先

端の医療の実現に向け

た取組、	 

・公正な研究を行う仕組

みの整備、　　　　等	 

�

①医療に関する研究開発のマ
ネジメント、	 
②臨床研究及び治験データマ
ネジメント、	 
③実用化へ向けた支援、	 
④研究開発の基盤整備に対す
る支援、	 
⑤国際戦略の推進	 

�

等	 

健康・医療戦略推進会議	

３．医療分野研究開発推進計画（本部決定）�

次世代ヘルスケア	  
産業協議会	

健康・医療戦略ファンド	
タスクフォース	

創薬支援ネットワーク	  
協議会	  

医療国際展開	  
タスクフォース	  

次世代医療ＩＣＴ 
タスクフォース	 39 

内閣官房健康・医療戦略室作成	 

健康・医療戦略推進法	 

　国民が健康な生活及び長寿を享受することのできる社会の形成に資するため、世界最高水準の医療
の提供に資する医療分野の研究開発及び当該社会の形成に資する新たな産業活動の創出等を総合的か
つ計画的に推進するための健康・医療戦略の策定、これを推進する健康・医療戦略推進本部の設置等
の措置を講ずる。�

	  
１．総則（第１条～第９条）	  
　○　法律の目的、基本理念、国等の責務を定める。	  
２．基本的施策（第10条～第16条）	  
　○　国は、① 医療分野の研究開発並びにその環境の整備及び成果の普及及び② 健康長寿社会の形成に資する新たな産業活動の	  
　　創出及び活性化並びにそれらの環境の整備に関し、以下の基本的施策を講ずる。	  
　　・　医療分野の研究開発の推進及びその環境の整備	

　　・　医療分野の研究開発の公正かつ適正な実施の確保	

　　・　医療分野の研究開発成果の迅速かつ安全な実用化のための医薬品等の審査体制の充実、安全性等の評価に関する科学の振興	

　　・　新産業の創出及び海外展開の促進、教育の振興、人材の確保　等	  
３．健康・医療戦略の策定（第17条）	  
　○　政府は、政府が講ずべき上記①及び②に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、健康・医療戦略を定める。	

４．医療分野の研究開発の推進（第18条・第19条）	
　○　健康・医療戦略推進本部は、医療分野の研究開発並びにその環境の整備及び成果の普及に関する施策の集中的かつ計画的な推進を	  
　　図るため、健康・医療戦略に即して、医療分野研究開発推進計画を作成する。	  
　○　同計画において、独立行政法人日本医療研究開発機構を、医療分野の研究開発及びその環境整備の実施・助成について中核的な役割を	  
　　担う機関として位置付ける。	

５．健康・医療戦略推進本部の設置（第20条～第29条）	
　○　健康・医療戦略の推進を図るため、内閣に、健康・医療戦略推進本部（内閣総理大臣を本部長とし、全閣僚を構成員とする。）を置く。	

法律の概要 	  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	  
○　１・２は公布日（平成２６年５月３０日）、３～５は公布日から３か月以内で政令で定める日（平成２６年６月１０日） （附則第１条）	

施行期日 	  
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内閣官房健康・医療戦略室作成	 

独立行政法人日本医療研究開発機構法	 

　医療分野の研究開発及びその環境の整備の実施・助成等の業務を行うことを目的とする独立行政法
人日本医療研究開発機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等について定める。�

１．（独）日本医療研究開発機構の設立（第１条～第３条）	  
　○　医療分野の研究開発における基礎から実用化までの一貫した研究開発の推進・成果の円滑な実用化及び医療分野の研究開発の	  
　　ための環境の整備を総合的かつ効果的に行うため、健康・医療戦略推進本部が作成する医療分野研究開発推進計画に基づき、医療	  
　　分野の研究開発及びその環境の整備の実施、助成等の業務を行うことを目的とする、独立行政法人日本医療研究開発機構を設立し、	  
　　その名称、目的、業務の範囲等に関する事項について定める。	  
	  
２．（独）日本医療研究開発機構の業務（第16条）	  
　　①　医療分野の研究開発及びその環境の整備を行うこと	  
　　　　（例：委託事業として、京都大学におけるｉＰＳ細胞を使った再生医療の研究及びその研究に必要な研究機器の整備を行うなど）	

　　②　①の業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること	  
　　　　（例：医薬品開発における基礎的な研究の成果を製薬企業等に紹介し、実用化開発を促進するなど）	

　　③　医療分野の研究開発及びその環境の整備に対する助成を行うこと	  
　　　　（例：バイオ医薬品の製造技術の開発に対する補助、臨床研究を実施する上での体制の整備のための補助を行うなど）	

　　④　①～③の業務に附帯する業務を行うこと	  
　　　　（例：国内外における研究開発・技術開発の動向調査、研究成果の広報、研究を通じた国際協力など）	

	

３．健康・医療戦略推進本部の関与（第８条・第20条）	  
　○　理事長及び監事の任命並びに中期目標の策定等に当たって、健康・医療戦略推進本部の意見を聴くこととする。	

法律の概要 	  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	  
○　一部の規定を除き、公布日（平成２６年５月３０日） （附則第１条）（法人の設立は平成27年４月１日を予定）	

施行期日 	  
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内閣官房健康・医療戦略室作成	 
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４．その他（参考資料）�

◆大学病院における患者情報の漏洩が、毎年繰り返し発生しています。�
�
◆今一度、厚生労働省のガイドライン等も参考にして頂き、個人情報の安全
管理措置について、その趣旨を徹底するとともに、遵守状況を点検し、防止  
対策の確保に取り組んで頂きますよう、よろしくお願い致します。�

42 

n  医師が患者情報の記録された病院のパソコンを無許可で持ち出し、車上荒らしにより盗難された。	

n  患者情報の記録されたＵＳＢメモリが所定の場所から紛失した。	

n  看護師がＵＳＢメモリで患者情報を持ち出し、自宅のパソコンに保存していたところ、ファイル交換ソフト「ウィニー」のウイ
ルスに感染したことによりインターネット上に流出した。	

（２６年度発生の事例）	

l  女性職員が患者1人の病状や健康状態など個人情報の書かれた資料を駅周辺にて紛失。	

l  総合内科・総合診療科のエコー室にて13,286名の患者情報（患者ＩＤ、氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、初
診日、検査項目、主訴、担当医、診断名等）の入ったバックアップ用のＵＳＢを紛失。	

l  医師が通勤電車内にＵＳＢメモリ入りのカバンを置き忘れた。カバンは発見されたが、入れていたＵＳＢメモリ2つは見つ
かっていない。ＵＳＢメモリ内には手術症例リスト（215名分）、内視鏡画像データ等（16名分）、重複患者6名いるため実人
数225名分の患者データが入っていた。	

【文部科学省で把握している患者情報漏洩の件数・患者数】　	

◆　大学病院における患者情報の漏洩が繰り返し発生しています。	
◆　非常に機密性の高い情報であることから、患者情報管理の徹底をお願いします。	

大学病院における患者情報の漏洩について  ①�

典型的な情報漏洩が 
繰り返されている	

【事　例】	 （平成２１年４月以降、文部科学省で把握しているものより抜粋）	

•  患者以外（医療従事者・学生等）の情報の流出がH19年度に1件（患者情報も流出），H22年度に1件，H24年度に2件（1件は患者
情報も流出），H25年度に1件発生している。	

•  平成26年度は、平成26年8月29日現在で把握している件数並びに人数。	

平成19年度	 平成20年度	 平成21年度	 平成22年度	 平成23年度	 平成24年度	 平成25年度	 平成26年度	

１９件	 １２件	 １３件	 ８件	 １２件	 ２０件	 １３件	 ７件	

234,799人	 12,470人	 519人	 9,722人	 45,754人	 7,493人	 6,513人	 13,578人	

43 

44 

大学病院における患者情報の漏洩について  ②�

　　　　　　　　　　　　個人情報の保護に関する注意喚起	 
	 
	 
個人情報保護法が平成17年４月１日に全面施行されて以降、６年が経過しておりますが、	 
残念ながら大学病院における個人情報の漏えい事故が依然として継続的に発生しており	 

ます。　　	 
特に近時において、患者の個人情報が入ったノートパソコン等が院外で盗難にあう事故が	 
続出しております。	 
今一度、下記ＵＲＬに示された厚生労働省のガイドライン等も参考にして頂き、個人情報	 
の安全管理措置について、その趣旨を徹底するとともに、遵守状況を点検し、防止対策の	 
確保に取り組んで頂きますよう、よろしくお願い致します。	 

	 
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」	 
（平成２２年９月１７日改正）　　	 
　　　http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170805-11a.pdf	 	 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 　　事　務　連　絡	 
　　　　　　　　　　　　	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成23年6月24日	 
国公私立大学病院長　各位	 
	 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　文部科学省高等教育局	 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医学教育課大学病院支援室長	 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　玉　　上　　　晃	 
	 

大学病院における患者情報の漏洩について③  �

漏洩媒体�

8月29日現在	

45 

ご清聴ありがとうございました。�
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【参考】在宅復帰率（介護保険）	  
在宅復帰支援型の老健 ＞ ５割	  
                    上記以外※	  ＞３割	  

※在宅復帰・在宅療養支援機能加算を
算定する場合	  

長期療養	

家庭	

１．入院医療について＜在宅復帰の促進＞	高度急性期・急性期	

診療所等	

老健	

7	

外来・訪問サービス等	  

在宅復帰率に係る加算
の評価	  

療養：在宅復帰率50％以上の評価	

在
宅

復
帰

支
援

型
の

老
健

 等
に

限
る
	  

（回
復

期
リハ

を
除

く）
	  

平成２６年改定	

在
宅
復
帰
支
援
型
叏
老
健 

等
双

限
召	  

自宅等退院患者割
合の導入	  

７対１の自宅等退院患者割合：	  
75％以上	

平成２６年改定	

居住系（特定施設・
グループホーム等）	

地域包括ケア病床・回復期等	
在宅復帰機能強
化加算を算定し
ている療養 に限
る	  
（回復期リハを
除く）	  

在宅復帰率	  
回復期リハ病棟1：	  7割以上	

回復期リハ病棟2： 6割以上	  

在宅復帰率の導入	  
地域包括ケア病棟１：	  

	  7割以上	

平成２６年改定	
居宅	

紹介	  

○　複数の慢性疾患を有する患
者の対応	  

○　必要な時にいつでも連絡が取
れ、適切な指示を出せる体制
の確保	  

○　専門医や介護保険施設等へ
の適切な紹介	  

○　継続的な服薬や健康管理　等	  

全人的かつ継続的な診
療	

○　外来業務の負担軽減	  
○　専門外来の確保	  
○　一般外来の縮小	  
	

逆紹介	  

患者がアクセスしやすい中小病院、診療所	

地域の拠点となるような病院	

8	

専門的な診療	

介護保険サービス等	

介
護
が
必
要
な
時

医
療
が
必
要
な
時

外
来
受
診	

主治医機能の評価	  
地域包括診療料　1,503点	  
地域包括診療加算 　20点	  

平成２６年改定	

大病院の一般外来の縮小	
・紹介率・逆紹介率の基準の引き上げ	  
・長期投薬の是正	  

平成２６年改定	

２．外来医療の機能分化・連携の推進について	

３．在宅医療を担う医療機関の確保と質の高い在宅医療の推進につ
いて	

＜自宅等＞	＜在宅担当医療機関＞	＜受入医療機関＞	

在宅療養支援診療所	在宅療養後方支援病院	

在宅療養実績加算*	  
75点（緊急に行う場合）	

在宅患者緊急入院診療加算	  
2,500点**(入院初日)	

緊急時に入院できる病床
を常に確保していること	

*　在宅療養支援診療所で算定可能な緊急に行う往診料の加算（650点）に加えて、さらに加算する	  
**在宅療養後方支援病院であって、あらかじめ当該病院を緊急時の入院先とすることを希望していた患者の場合	 9	

①在宅療養後方支援	  
病院の評価	  

	  
・在宅患者緊急入院診療加算	  
・在宅患者共同診療料	  

②在宅医療の質の強化	  
・機能強化型在支診・病の実績要件の強化	  
・同一建物への複数訪問の評価見直し	  
・薬剤や衛生材料等の供給体制の整備	  
・在宅歯科医療の推進	  
・在宅薬剤管理指導業務の推進	  

平成２６年改定	

③在宅医療を担う医
療機関の量的確保	  
・実績のある在支診・病の評価	  
・在支診・病以外の在宅時医学
総合管理料等の評価	  

緊急時の受入をあらかじめ希望	

10	

４．医療機関相互の連携や医療・介護の連携の評価について	

平成２６年改定	

Ø  地域包括ケアの中で複数の機能を担う有床診療所の評価の見直し	  
　　・過去１年間に介護保険によるリハビリテーション、居宅療養管理指導又は短期入所療養介護を実施した実績があ

ること、又は居宅介護支援事業所であることの評価	  

②有床診療所の機能に応じた評価	

Ø  機能の高い訪問看護ステーションの評価	  
・　指定訪問看護事業所と居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護事業所の介護サービス計
画又　は介護予防サービス計画の作成が必要な利用者のうち、特に医療的な管理が必要な利用者1割程度について、当
該居宅介護支援事業所により介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成していること。	  
	  

③機能強化型訪問看護ステーションの評価	

Ø  主治医機能を持った診療所の医師による、継続的かつ全人的な医療を行うことについて評価	
・介護保険に係る相談を受ける旨を院内掲示し、主治医意見書の作成を行っていること　等	  

④主治医機能の評価	

Ø  介護保険リハビリテーション移行支援料の新設	
　　・維持期リハビリテーションを受けている入院患者以外の者が介護保険のリハビリテーションに移行した場合を評価。	

Ø  維持期リハビリテーションの評価の見直し	
　　・医療と介護のリハビリテーションの役割分担の観点から、維持期リハビリテーションの評価を適正化。	

①維持期リハビリテーションの移行促進等	

　ＩＣＵに関連する診療報酬について	

11	

診療報酬上の急性期医療の機能の評価について  
（出来高部分）	

急性期医療に係る現行の主な評価	

12	

※　届出施設数　248　	  
※　特定機能病院と専門病院を除く	  

総合入院体制加算	  
　　　　　（急性期病院の総合的評価）	  

手術料・麻酔料	

検査料	

処置料	

放射線治療	

救命救急入院料	  
特定集中治療室管理料	
新生児特定集中治療室管理料	
新生児治療回復室入院医療管理料	  
小児特定集中治療室	
総合周産期特定集中治療室管理料	
脳卒中ケアユニット入院医療管理料	
ハイケアユニット入院医療管理	  

○　急性期医療に係る評価として、①特定入院料などの病床・病棟の評価と、②総合入院
体制加算などの病院全体の評価等がある。	  

○社会保障改革に関する集中検討会議では、2025年の病床数の推計として、高度急性期 
18万床としている。	

③その他	
診療内容に応じた評価	

約２万床	

①高度急性期を担う病床・病棟の評価	  
（特定入院料）	  

②病院全体として、総合的に急性期
を担う医療機関の評価	

救急医療管理加算　（重症者の緊急入院）	  
超急性期脳卒中加算 （脳梗塞患者に対するrt-‐
PA）	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等	  

入院基本料等加算	
入院基本料等加算	

約12万５千床	

特定入院料	
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特定集中治療室（ICU）等に関する主な評価の変遷 [概要]	  

13	

平成20年度改定	 平成22年度改定	 平成24年度改定	

重点課題	
・産科や小児科をはじめとする病
院勤務医の負担の軽減	

・救急、産科、小児、外科等の医療
の再建	  

・病院勤務医の負担の軽減	

・急性期医療等の適切な提供に向
けた病院勤務医等の負担の大き
な医療従事者の負担軽減	  

・医療と介護の役割分担の明確化
と地域における連携体制の強化

及び在宅医療等の充実	

救命救急	  
入院料	

・極早期における手厚い医療の
評価の引上げ	

・充実段階評価の高い救命救急セ
ンターに対する評価	  

・広範囲熱傷治療室管理料の創設	  
・小児救急患者に対する評価	

－	

特定集中治
療室管理料	

－	
・広範囲熱傷治療室管理料の創設	  
・小児救急患者に対する評価	

・15歳未満の者に対する評価	

ハイケア	  
ユニット入院	  
医療管理料	

－	
・高度かつ手厚い医療を提供する
病床の評価	 －	

新生児	  
特定集中治
療室管理料	

－	

・ハイリスク新生児に係る集中治療
に対する評価	  

・一時的に定員超過入院となる場

合に、超過病床についても算定を
認める	  

・症状増悪等による再入室でも再度
算定できることとする	

・NICU勤務経験のある看護師の参
画等による退院調整の充実に対
する評価	

その他	 －	 ・NICUに係る退院調整の評価	
・小児特定集中治療室管理料の
創設	  

平成２６年度診療報酬改定	  

Ø より体制の充実した特定集中治療室(ＩＣＵ)の評価を新設する。	 
 	 

(新)　　特定集中治療室管理料１	
	  イ　７日以内の期間　　　 　　　　　  13,650点	
	  ロ　８日以上14日以内の期間　　　12,126点	

 	
(新)　　特定集中治療室管理料２（広範囲熱傷特定集中治療管理料の場合）	

	  （１）　７日以内の期間　　　 　　　　　  13,650点	
	  （２）　８日以上60日以内の期間　　　12,319点	

 	
[施設基準]	
① 専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師に、特定

集中治療の経験を５年以上有する医師を２名以上含む。	
② 特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の特定集中治療室を有しており、当該特

定集中治療室の広さは１床当たり20m2以上である。	

③ 専任の臨床工学技士が、常時、院内に勤務している。	
④ 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、Ａ項目３点以上かつＢ項目３

点以上である患者が９割以上であること。	

質の高い集中治療の評価	

14	

※従前の特定集中治療室管理料１，２については、特定集中治療室管理料３，４とする。	
　（ただし、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の基準は変更）	
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特定集中治療室管理料（ICU）の届出状況等について	

出典：「主な施設基準の届出状況等」	  
　　　　「社会医療診療行為別調査」　　　より	
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特定集中治療室管理料の届出状況の推移	

届出医療機関数	 病床数	

（医療機関数）	 （病床数）	

62,091	  	  

67,833	  	   69,415	  	  

13,760	  	  

12,422	  	  
13,716	  	  0	  	  
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平成２２年	 平成２３年	 平成２４年	

特定集中治療室管理料の算定回数の推移	

特定集中治療室管理料１	 特定集中治療室管理料２	

（算定回数／月）	

75,851	

80,384	

83,176	
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特定集中治療室管理料１	  
（ICU）	

特定集中治療室管理料２（ICU）	

イ　特定集中治療室管理料	
ロ　広範囲熱傷特定集中	  

治療管理料	

点数	
9,211点（～7日）	  
7,711点（8日～14日）	

9,211点（～7日）	  
7,711点（8日～14日）	

9,211点（～7日）	  
7,901点（8日～60日）	

対象	  
患者	

①意識障害又は昏睡 
②急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪 
③急性心不全（心筋梗塞を含む） 
④急性薬物中毒 
⑤ショック 

⑥重篤な代謝障害	  
（肝不全，腎不全，重症糖尿病等） 
⑦広範囲熱傷 
⑧大手術後 
⑨救急蘇生後 
⑩その他外傷，破傷風等で重篤な状態	

同左	  
	

	  
・第２度熱傷３０％程度以上の重症広
範囲熱傷患者	  
（熱傷には電撃傷，薬傷及び凍傷を含
む）	

施設	  
基準	

①専任の医師が常時，特定集中治療室内に勤務 
②常時看護配置２対１以上 
③管理に必要な装置及び器具を常備	  
④特定集中治療室：１床当たり１５m2以上	  
　（新生児用：１床当り９m2以上） 
⑤重症者等が概ね９割以上	

①特定集中治療室管理料１の施設基準を満たす 
②広範囲熱傷特定集中治療を行うための十分な体制整備 
　（治療室：１床当り１５m2以上） 
　（広範囲熱傷特定集中治療を担当する常勤医師の配置）	

特定集中治療室管理料等の概要	

ICUについて、現状では、専任の医師は1名の勤務でよく、また、看護職以外の医療従事者の配置は要
件となっていない。	  

17	
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0	   0～0.2	   0.2～0.4	   0.4～0.6	   0.6～0.8	   0.8～1	   1＜	

特定集中治療室管理料（ICU）を算定している治療室について	

出典：日本集中治療医学会の集計に基づき保険局医療課作成	 

n=182	

n=182	

n=627施設	  

（注）日本集中治療医学会認定施設のみを対象としている	

ICUの届出を行っている施設の中でも、病床数及び病床あたりの専門医数には差がみられる。	

1～5床	
24%	  

6～10床	
56%	  

11～15床	
10%	  

16～20床	
5%	  

21～25床	
2%	  

26以上	
3%	  

1～5床	 6～10床	 11～15床	 16～20床	 21～25床	 26以上	

医療機関ごとのＩＣＵ病床数	  
（施設数）	

（施設数）	

ICU一病床あたり専門医数	

ICU一病床あたり専門医数	
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重症患者の生命予後の改善及び平均在院日数の短縮①	

出典：Physician	  Staffing	  PaGerns	  and	  Clinical	  Outcomes	  in	  CriOcally	  Ill	  PaOents.	  A	  SystemaOc	  Review;	  JAMA.	  2002	  Nov	  6;288(17):2151-‐62	

High	  intensityの方が院内及びICU内死亡率が有意に低い	  

  High intensity ICU：集中治療医が常に主治医である、又は全てのICU入室患者に集中治療医がコンサルタントを行っている場合  	
  Low intensity ICU：主治医が依頼した時のみ集中治療医がコンサルタントを行う、又は集中治療医がいない場合	

ＩＣＵにおける集中治療医と患者のアウトカムに係るシステマティックレビュー	

死亡率の比較（High	  intensity	  ICUとLow	  intensity	  ICUの比較）	

<Physician	  Staffing	  PaGerns	  and	  Clinical	  Outcomes	  in	  CriOcally	  Ill	  PaOents	  ;	  JAMA.	  2002>	
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4	
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重症患者の生命予後の改善及び平均在院日数の短縮②	

出典：Physician	  Staffing	  PaGerns	  and	  Clinical	  Outcomes	  in	  CriOcally	  Ill	  PaOents.	  A	  SystemaOc	  Review;	  JAMA.	  2002	  Nov	  6;288(17):2151-‐62	

Conclusions: High-intensity vs low-intensity ICU physician staffing is associated with reduced hospital and ICU 
mortality and hospital and ICU LOS (length of stay) 

High	  intensityのICUの方が、Low	  intensityのICUよりも死亡率や在院日数が低くなるという報告がみられた	

  High intensity ICU：集中治療医が常に主治医である、又は全てのICU入室患者に集中治療医がコンサルタントを行っている場合  	
  Low intensity ICU：主治医が依頼した時のみ集中治療医がコンサルタントを行う、又は集中治療医がいない場合	

在院日数の比較（High	  intensity	  ICUとLow	  intensity	  ICUの比較）	

High	  intensityの方が院内及びICU内在院日数が有意に低い	  

○　国立大学病院集中治療部を対象としたアンケート調査では，42	  大学のうち40	  大学が，厚生労働
省基準の「1床あたり15 m2 」では狭隘であると回答。	  

○　国立大学病院集中治療部を対象としたアンケート調査では20 m2 が望ましいとされている。	  
○　集中治療部で使用される大型機器のひとつであるポータブルX線撮影装置を用い集中治療部の

必要作業領域を検討した長澤らの報告では，少なくとも18.36 m2以上が必要であるとされている。	
○　アメリカ，ヨーロッパおよびイギリス集中治療医学会，オーストラリア・ニュージーランド麻酔学会の

ガイドラインなどはそれぞれ20 m2以上を推奨している。	  
○　LVAS（左心補助装置），PCPS，IABP，血液浄化装置，人工呼吸器など大型機器を同時に3	  台以上

稼動する症例が経験されるが，この場合は25m2以上，あるいは30 m2以上の面積が必要となる。特
定機能病院では，こうした病室を有することを推奨する。	

特定集中治療室の面積要件について	

•  集中治療部の病床数は4	  床以上とすること。	  
•  集中治療部病室面積は1床あたり２０m2以上を推奨する	

20	

特定集中治療室管理料（ICU）の面積要件：１床当たり１５m2以上	

出典：集中治療部設置のための指針　―2002 年3 月―（日本集中治療医学会集中治療部設置基準検討委員）

日本集中治療医学会の特定集中治療室の指針	

現状	

※病室面積とは，患者の病床として専用するベッド周り面積を指す。	

（参考）	

急性血液浄化における臨床工学技士の役割について	

21	出典：急性血液浄化における臨床工学技士の役割　　一臨床工学技士24時間体制の必要性一　（ICUとCCU　26別冊号，2002）	

導入症例，トラブルともに昼夜問わず発生し，緊急性・重症度が高く迅速な判
断とその対応が必要とされている事から，急性血液浄化を施行する施設に
おいて臨床工学技士は24時間勤務体制をとる事が望ましいと考える。	 

１．当直帯におけるCBP（持続的血液浄化療法 ）導入症例	

＜埼玉医科大学の報告（ベット数1,483床，心臓血管外科ICU　7床，循環器内科CCU　6床，透析室25床，第2透析室5床）＞	

施行した全症例数は405症例であり，その70％
である285症例は当直帯にて導入していた。	

２．急性血液浄化１週間の経過（回路交換とトラブル）	

トラブルが昼夜を問わず発生してい
た。	

考　察	

1999年1月から2001年5月までの2年5ヵ月間に当院臨床工学技士が施行した当直帯（17：00～8：00）における急性血液浄化を，「血
液浄化法の種類」，「施行件数」，「施行時間（開始・終了）」，「施行場所及び施行中のトラブル」について分類検討。	

Ø 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直しを踏まえて、モニタリング及び処置等の項目（A項目）について同様に見直し、
「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度」に名称を変更する。	

Ø 急性期患者の特性を踏まえ、評価方法の変更を行うとともに、	  
　これらの影響を緩和するため、現行の評価基準に加え、	  
　新たな評価基準を設定する。	  

ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の見直し	

現行	 点数	

ハイケアユニット入院医療管理料	  
・看護配置常時４対１	  
・A項目３点以上またはB項目７点以上である患者が８

割以上であること	

４,５１１点	

改定後	 点数	

（改）ハイケアユニット入院医療管理料１	  
・看護配置常時４対１	
・A項目３点以上かつB項目７点以上である患者が	  
８割以上であること	

６,５８４点	

（改）ハイケアユニット入院医療管理料２	  
・看護配置常時５対１	  
・A項目３点以上かつB項目７点以上である患者が	  
６割以上であること	

４,０８４点	

Ø 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直しを踏まえて、名称を「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要
度」に名称を変更する。	

Ø 急性期患者の特性を踏まえ、評価方法の変更を行うとともに、これらの影響を緩和するため、現行の評価基準に加え、
新たな評価基準を設定する。	  

特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の見直し	

現行　　　　　　　　	 点数	

特定集中治療室管理料１　イ　７日以内の期間	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　８日以上14日以内の期間	  

9,211点	  
7,711点	  

特定集中治療室管理料２	  
（広範囲熱傷特定集中治療管理料の場合）　　	  
　　　　　　　　　　　　　　　イ　７日以内の期間	  
　　　　　　　　　　　　　　　ロ　８日以上60日以内の期間	  

	  
	  

9,211点	  
7,901点	

A項目３点以上またはB項目３点以上である患者が９割以上であること	  

改定後	 点数	

特定集中治療室管理料３　イ　７日以内の期間	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　８日以上14日以内の期間	  

9,361点	  
7,837点	

特定集中治療室管理料４　　　	  
（広範囲熱傷特定集中治療管理料の場合）　　	  
　　　　　　　　　　　　　　イ　７日以内の期間	  
　　　　　　　　　　　　　　ロ　８日以上60日以内の期間	

	  
	  

9,361点	  
8,030点	

A項目３点以上かつB項目３点以上である患者が８割以上であること	

　　　　　	

高度急性期と一般急性期を担う病床の機能分化	  

22	［経過措置］	  
・平成２６年３月３１日までに届出を行っている治療室については、平成２６年９月３０日までの従前の入院料を算定する。	

［経過措置］	  
・平成２６年３月３１日までに届出を行っている治療室については、平成２７年３月３１日までの間、基準を満たしているものとする。	
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特定集中治療室管理料(n=43)	

特定集中治療室管理料の重症度の評価の見直し	

出典：H25年度　一般病棟等の重症度・看護必要度等に関する調査（速報）	 23	

①A項目３点以上またはB項目３点以上で評価した場合	 ②A項目３点以上かつB項目３点以上で評価した場合	

90%	

25.6％	

１割以内の変動の範
囲　39.5％	

0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 2.3%	 2.3%	 7.0%	 2.3%	
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特定集中治療室管理料(n=43)	

90%	
86.0％	

１割以内の変動の範
囲　95.3％	

評価項目：現行の項目	
評価方法：現行の評価方法　　　　　   ①Ａ項目が３点以上、または、Ｂ項目が３点以上である患者　９割以上	
　　　　　　　見直し案の評価方法 　　　②Ａ項目が３点以上、かつ、Ｂ項目が３点以上である患者　９割以上	

〇　現行の評価項目で評価方法をA項目またはB項目から、A項目かつB項目に変更すると、基準
該当患者割合が９割以上の医療機関の割合は、86.0％から25.6％となり、多くの医療機関が施設
基準を満たせなくなる可能性がある。　	
〇　例えば、現行の施設基準の基準該当患者割合９割以上から７割以上に基準を緩和した場合は、
53.5％であった。	

必要度基準該当患者の割合を７割に	  
した場合　53.5％	

70%	

評価項目：現行の項目	
評価方法：現行の評価方法　　　　　   ①Ａ項目が３点以上、または、Ｂ項目が７点以上である患者　８割以上	
　　　　　　　見直し案の評価方法 　　　②Ａ項目が３点以上、かつ、Ｂ項目が７点以上である患者　８割以上	
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ハイケアユニット入院医療管理料(n=19)	
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ハイケアユニット入院医療管理料(n=19)	

①A項目３点以上またはB項目７点以上で評価した場合	

ハイケアユニット入院医療管理料の重症度、医療・看護必要度の評価の見直し  
現行の評価方法を「または」から「かつ」にした場合	

〇　現行の評価項目で評価方法をA項目またはB項目から、A項目かつB項目に変更すると、基
準該当患者割合が８割以上の医療機関の割合は、100％から63.2％となった。	

出典：H25年度　一般病棟等の重症度・看護必要度等に関する調査（速報）	 24	

②A項目３点以上かつB項目７点以上で評価した場合	

80%	

100％	

80%	

63.2％	

１割以内の変動の範囲　68.4％	
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参考；疑義解釈①	

【３月３１日事務連絡】	  
	  

（問）　特定集中治療室管理料１について、「専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していること。
当該専任の医師に、特定集中治療の経験を５年以上有する医師を２名以上含むこと」とあるが、特定
集中治療の経験を５年以上有する医師２名以上が常時、当該特定集中治療室に勤務する必要があ
るのか。	  

	  

（答）　当該治療室において集中治療を行うにつき必要な医師の中に、特定集中治療の経験を５年以上
有する医師２名以上が含まれている必要があるという趣旨であり、必ずしも特定集中治療の経験を５
年以上有する医師２名以上が常時、当該特定集中治療室に勤務する必要はない。	  

	  
（問）　「特定集中治療の経験を５年以上有する医師」とあるが、特定集中治療室管理料の届出がある保

険医療機関の集中治療部門（集中治療部、救命救急センター等）での勤務経験を５年以上有している
ことで要件は満たされるか。	  

	  

（答）　集中治療部門での勤務経験を５年以上有しているほか、特定集中治療に習熟していることを証明
する資料を提出すること。	  

	  
（問）　専任の臨床工学技士の配置について、「常時、院内に勤務」とあるが、当直体制でも可能か。ある

いは、夜勤体制による対応が必要か。	  
	  

（答）　当直体制による対応が必要である。ただし、集中治療室の患者の状態に応じて、夜勤体制である
ことが望ましい。	  

	  
（問）　小児特定集中治療室管理料の重症度に係る基準については、変更があるか。	  
	  

（答）　小児特定集中治療室管理料の重症度に係る基準については、平成２６年３月３１日において廃止
である。	  
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参考；疑義解釈②	

【４月４日事務連絡】	  
	  

（問）　「当該特定集中治療室の広さは、内法による測定で、１床あたり２０㎡以上である。」とある
が、病床面積の定義はどのようになるのか。	  

	  

（答）　平成２６年４月１日以降に特定集中治療室管理料１、２、３又は４を届け出る場合は、病床
面積とは、患者の病床として専用するベッド周り面積を指す。	  

	  
	  
（問）　特定集中治療に習熟していることを証明する資料とはどのような資料か。	  
	  

（答）　日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること、

および特定集中治療に係る専門医試験における研修を含むものとする。なお、関係学会が行う
特定集中治療に係る講習会の資料については、実講義時間として合計３０時間以上の受講証
明（講師としての参加を含む。）、及び下記の内容を含むものとする。	  
・呼吸管理（気道確保、呼吸不全、重症肺疾患）	  
・循環管理（モニタリング、不整脈、心不全、ショック、急性冠症候群）	  
・脳神経管理（脳卒中、心停止後症候群、痙攣性疾患）	  
・感染症管理（敗血症、重症感染症、抗菌薬、感染予防）	  
・体液・電解質・栄養管理、血液凝固管理（播種性血管内凝固、塞栓血栓症、輸血療法）	  
・外因性救急疾患管理（外傷、熱傷、急性体温以上、中毒）	  
・その他の集中治療管理（体外式心肺補助、急性血液浄化、鎮静／鎮痛／せん妄）	  
・生命倫理・終末期医療・医療安全	  

26	

参考；疑義解釈③	

【４月４日事務連絡】	  
	  

　（問）新生児特定集中治療室管理料等を算定する患者のうち、出生時の体重が１，５００以上で

あって別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している患者が診療報酬改定を跨い
で入院する場合、当該入院料を算定することができる日数はどのようになるのか。	  

	  

　（答）平成２６年３月３１日に当該患者が新生児特定集中治療室管理料等をしている場合について

は、平成２６年４月１日以降、３月３１日以前に入室した費から新たに規定する算定可能日数に
従って算定する。	  

	  

【４月１０日事務連絡】	  
	  

（問）　「経過措置期間を終える平成２７年４月以降、新たに「特定集中治療室管理料３・４」を届け
出る場合、看護必要度の実績は新基準による実績となるのか。	  

	  

（答）　そのとおり。	  
	  

【７月１０日事務連絡】	  
	  

（問）　疑義解釈資料の送付について（その２）における「特定集中治療に習熟していることを証明
する資料」について、「日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会
を受講していること、および特定集中治療に係る専門医試験における研修を含むものとする。」

とあるが、」日本集中治療医学会が行う、ＭＣＣＲＣ（Ｍｕｌｔｉｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ　Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｃａｒｅ　Ｒｅｖｉ
ｅｗ　Ｃｏｕｒｓｅ） ｉｎ　Ｊａｐａｎ、大阪敗血症セミナー、リフレッシャーセミナー又は終末期医療にお
ける臨床倫理問題に関する教育講座は、実講義時間として合計３０時間以上行われた場合は、
当該研修要件に該当するか。	  

	  

（答）　該当する。ただし、当該研修にくわえ、特定集中治療に係る専門医試験における研修も
行っていることが必要であることに留意されたい。	   27	

平成２６年度診療報酬改定	  

	

Ø 出生体重が1,500g以上の一部の先天奇形等を有する新生児について、新生児
特定集中治療室管理料等の算定日数上限を延長する。	

重症な新生児の集中治療①	

28	

現行	

出生体重	
算定日数	  

（NICU*1、GCU*2合算）	

1,500g以上	   NICU	  21日	  
GCU　30日	

－	   －	

1,000g以上1,500g未
満	

NICU	  60日	  
GCU	  90日	

1,000g未満	
NICU	  90日	  
GCU	  120日	

改定後	

出生体重	
算定日数	  

（NICU、GCU合算）	

1,500g以上	   NICU	  21日	  
GCU　30日	

1,500g以上で、一部の先
天奇形等*3を有する場合	

NICU	  35日	  
GCU　50日	

1,000g以上1,500g未満	
NICU	  60日	  
GCU	  90日	

1,000g未満	
NICU	  90日	  
GCU	  120日	

*3　対象疾患は先天性水頭症、全前脳胞症、二分脊椎(脊椎破裂)、アーノル
ド・キアリ奇形、後鼻孔閉鎖、先天性喉頭軟化症、先天性気管支軟化症、
先天性のう胞肺、肺低形成、食道閉鎖、十二指腸閉鎖、小腸閉鎖、鎖肛、
ヒルシュスプルング病、総排泄腔遺残、頭蓋骨早期癒合症、骨(軟骨を含
む)無形成・低形成・異形成、腹壁破裂、臍帯ヘルニア、ダウン症候群、18
トリソミー、13トリソミー、多発奇形症候群	

*1　NICUとは新生児特定集中治療室管理料１、２及び
総合周産期特定集中治療室管理料(新生児)をさす。	  

*2　GCUとは新生児治療回復室入院医療管理料をさす。	

平成２６年度診療報酬改定	  

	

Ø 　新生児特定集中治療室管理料１、２及び総合周産期特定集中治療室管理料(新生児)について、
新生児の受入実績等に関する基準を新設するとともに評価の見直しを行う。	

	
	
	
	
[施設基準]	
新生児特定集中治療室管理料１・総合周産期特定集中治療室管理料(新生児)	
・　以下のいずれかを満たすこと。	
　イ　出生体重1,000g未満の新規入院患者が１年間に４名以上であること。	
　ロ　当該治療室に入院中の患者の開頭、開胸又は開腹手術が１年間に６件以上であること。	
新生児特定集中治療室管理料２	
・　出生体重2,500g未満の新規入院患者が１年間に30名以上であること。	
※　平成26年３月31日に届け出ている医療機関は平成26年９月30日までは基準を満たしているものとする。	

重症な新生児の集中治療②	

現行	

新生児特定集中治療室管理料１	  
総合周産期特定集中治療室管理料(新生児)	

10,011
点	

新生児特定集中治療室管理料２	   6,011点	

改定後	

新生児特定集中治療室管理料１	  
総合周産期特定集中治療室管理料(新生児)	 10,174点	

新生児特定集中治療室管理料２	   8,109点(改)	

	

Ø 小児特定集中治療室管理料（いわゆるPICU)の施設基準について、見直しを行う。	
[施設基準]　以下のいずれかを満たすこと（「ロ」を新たに設定）。	

　イ　当該治療室に入院する患者のうち、転院日に他の医療機関において救命救急入院料、特定集
中治療室管理料を算定していた患者を年間20名以上受け入れていること。	

　ロ　当該治療室に入院する患者のうち、転院日に救急搬送診療料を算定した患者を年間50名以上
(うち、入室24時間以内に人工呼吸を実施した患者が30名以上)受け入れていること。	

重症な小児の集中治療	
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平成26年度診療報酬改定に係る答申書附帯意見（抜粋）	

２．　入院医療の機能分化・連携の推進について、次に掲げる事項等の影響を調査・検
証し、病床機能報告制度等も踏まえ、引き続き検討すること。	

（１）　一般病棟入院基本料（7対1、10対1の特定除外制度、「重症度、医療・看護必

要度」、短期滞在手術等基本料等）の見直し	

（２）　特定集中治療室管理料の見直し	

（３）　総合入院体制加算の見直し	

（４）　有床診療所入院基本料の見直し	

（５）　地域包括ケア病棟入院料の創設	

	
３．　医療を提供しているが、医療資源の少ない地域に配慮した評価の影響を調査・検

証し、そのあり方について検討すること。	
	
４．　療養病棟、障害者病棟、特殊疾患病棟等における長期入院も含めた慢性期入院

医療のあり方について検討すること。	

答申書附帯意見に関する上記の事項について、入院医療等の調査・評価分科
会で調査・検証・検討を行うこととして、4月23日の中医協総会で了承された。	
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調査スケジュール（案）	
＜平成27年度調査＞	

平成27年	

3月	  
	  

	  
5月	

＜入院医療等の調査・評価分科会＞	  
　①　調査内容をもとに、入院医療等の調査・評価分科会委員より意見を求め、必要な修正を行い、調査

票原案を作成	  
	  

＜中医協　基本問題小委員会・総会＞	  
　②　調査票原案を報告・了承	

6月	  
	  
	  
7月	

　③　調査票に基づき、調査実施	  

8月	 　④　集計	

9月	

＜入院医療等の調査・評価分科会＞	  
　⑤　調査結果の報告・了承	  
	

＜中医協　基本問題小委員会・総会＞	  
　⑥　入院医療等の調査・評価分科会から調査結果の報告（速報）	
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～
	

調査票の
決定	

調査の	  
実施	

集計	

調査結果
報告	

～
	

※分科会検討内容を中医協基本問題小委員会・総会へ報告し、中医協の意見を踏まえ、必要があれば修正を加える。	

～
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ご清聴ありがとうございました。�




